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ア メ リカ合 衆 国 にお け る 「国教 禁 止 条項 」

と 「黙 想 の 時 間」法 に 関 す る一 考 察

藤 田 尚 則

序 論

ア メ リカの公 立学 校 で は,長 期 間 に亘 り毎 日始 業 時 に宗 教 的 行事 を行 うこ と

が慣 行 と され,そ の内容 は,聖 書 の____章の朗 読,讃 美 歌 の 合 唱,主 の 祈 り

(Lord'sPrayer)の 朗 唱 とい った もの であ った1)。

か か る慣 行 につ い て,合 衆 国 最 高裁 判 所 は沈 黙 を続 けて い た が,1962年,ニ

ュー ヨー ク州 教 育 委員 会 作成 の祈 薦 文 を同州 の公 立 学校 の各 教 室 で 毎始 業 時 に

教 師 出席 の も とに朗 唱 す る制 度 の合 憲性 が争 われ たEngelv.Vital2)で,修 正

第1条 にい う国教 禁 止条 項(EstablishmentClause)を 侵 害 す る との判 決 を下

した。 また翌1963年,SchoolDistrictofAbingtonTP.,PA.v.SchempP3)で

は,「 各 公 立学校 の授 業 の あ る 目の始 業 時 に聖書 の少 な く とも10節 が註 釈 な し

に朗 読 され な けれ ば な らな い。 い か な る児 童 も親 若 し くは保 護 者 の書面 に よる

要 請 に基 づ き,左 の聖 書朗 読 若 し くは聖書 朗 読 へ の出席 を免 除 され る。」 と 規

定 した ペ ン シルベ ニ ア州 法4),及 び メ リー ラ ン ド州Baltimore市 の市 立学 校 で

始 業 時 に 「聖 書 の一 章 を註 釈 な しで朗 読 す る こ と,ま た は主 の祈 りを朗 唱 す る

こ と」 を定 めた同市 の教育 委 員 会規 則5)の 合 憲 性 が争 わ れ たが,最 高裁 は違 憲

判 決 を下 した の で あ る。

この両 判決 は,特 に不 評 をか い,全 国 に わた る論 争 を引 き起 こ し6),上 下 両

院,教 会 関係 者,学 者,新 聞,雑 誌 等 の間 で論 陣 が は られ,組 織 的 宗教 活 動 を

公 立学 校 に復 活 させ よ う との多 くの試 みが な され て きて い る7)。1982年5月7

目付 けニ ュー ヨー クタイ ム ズ は,国 民 の70%が 公 立 学校 に任 意 の祈薦 を復 活 さ
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せ る こ と を 望 ん で い る 旨 を 報 じ て い る8)。

か か る 中 で 見 い だ さ れ た 一 っ の 解 決 策 が,各 授 業 日 の 始 業 時 に 「黙 想 の 時 間

(MomentofSilence)」 を も う け,一 般 的 に,そ の 時 間 に 黙 想 を 行 うか 否 か を

生 徒 の 自 由 意 思 に 委 ね る 制 度 で あ る 。 現 在,規 定 の 仕 方 に 種 々 の 差 は あ る に し

て も,20州 余 が 黙 想 の 時 問 を 定 め る 法 律 を 制 定 し て き て お り,そ の 中 の 半.;は

過 去6-7年 の 間 に 制 定 さ れ て い る 。

本 稿 は,か か る 観 点 か ら,こ の 新 た に 考 え だ さ れ た 黙 想 の 時 間 が,合 衆 国 憲

法 修 正 第1条9)に 抵 触 す る も の か 否 か を 考 察 す る も の で あ る 。

1)ア メ リカ にお け る公 立 学 校 の聖 書 朗 読 の歴 史 的 背 景 及 び州 憲 法,法 律 につ い てSee

D.E.BOLES,THEBIBLE,RELIGION,ANDTHEPUBLiCSCHOOL,1-57(1965).

2)370U.S.421(1962)・ 尚,祈 濤 文 の 中容 は``AlmightyGod,weacknowledge

ourdependenceuponThee,andwebegThyblessingsuponus,ourparents,

ourteachersandourCountry"と い う もの で あ り,生 徒 に対 す る強 制 は な く,宗

派 に偏 しな い も の で あ っ た 。Id.at422,430.

3)374U.S.203{1963).

4)Id.at2D5.

5)Id.at211.

6JSee,e.g.,K.NT.DOLBEARE,P.E.HAMMOND,THESCHOOLPRAYERDECISIONS

{1971}.

7)OURENDANGEREDRIGHTS,263-65(N.Dorsened.1984).

8)N.Y。Times,May7,1982atB40,col.1.SchempPの20年 後 の今 日,な お裁

判 所 で毎 日の祈 疇 法 令 が争 わ れ て い る。See,e.9.,LubbockCivilLibertiesUnion

v.LubbockYndep.SchoolDist.,669F.2d1038(5thCir.1982);Jaffreev.

BoardofSchoolCommr's,554F.Supp.1104{S.D.Ala.1983).

9)修 正 第1条 は,``Congressshallmakenolaw,respectinganestablishment

ofreligion,orprohibitingthefreeexercisethereof."と 定 め て い る。

1.各 州 の 「黙想 の時 間」法規定

本章 では,各 州 の法律 の内容 を順次みてい くこ とにす る。

ア ラバ マ

「すべての公立学校 の全学年 の各授業 日の1校 時 を担当する教師は,1分 以内

の黙想 の時間 が瞑想又 は任意 の祈薦 のために実施 され る旨 を告 げることができ,

左 の時間 中,他 のいかなる活動 も行 われ てはな らない1)。」

ア リゾナ
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「学校 の各授業 日の1校 時 を担当す る教師は,1分 以 内の黙想 の時間が瞑想 の

た めに実施 され る旨告 げな けれ ばな らず,左 の時間中いかな る活動 も行 われ て

はな らず,沈 黙 が保 たれなければな らない2)。」(1981年1月23日 発効)

アーカンザス

「(a)各公立学校 の教 室で教室担 当の教 師は,毎 授業 日の始 めに出席 してい る生

徒 の うち希望す る全生徒 の参加 の もとに短時間 の黙薦又は瞑想 を行 わ しめるこ

とができ,教 師 の採用 を行 う学校主事委員会が権 限を与 え又 は命令す る場合 は,

行 わしめなければな らない。

(b)本条a項 に定 める黙薦又 は瞑想 は,宗 教的儀式又 は活動 を意図 し・または

実施 する ものであってはな らず,宗 教 的テーマ に関す る黙薦又 は瞑想 の機会 あ

るい は一 日の活動 に関す る静粛 な熟考 の時間 とみな さるべ きである3)。」

(1976年1月30日 承認)

コネティカッ ト

「各地方教育委員会 は,各 授業 日の開始 に際 してs希 望す る生徒及び教師 に静

粛 な瞑想 の時間 を実施す る機会 を与 えるよう定 めなければな らない4)。」

フロ リダ

「(1)教育委員会 は,管 轄 区内の公 立学校 に聖書及び宗教 の客観的研究 を含 む世

俗的教育綱領 を定 めることができる。

②教育委員会 は,管 轄 区内 の公立学校 に各授業 日又 は授業週間の開始 に際 し

て,2分 以内 の黙疇又 は瞑想 の 目的 のための短時間 を定 めることができる5)。」

(1980年7月1日 発効)

イ リノイ

「各公 立学校 の教室で担任教師は,毎 授業 日の開始 に際 して出席 している全生

徒 の参加 の もとに,短 時間 の黙想 の時間 を実施す るこ とがで きる。左 の時間は

宗教的活 動 として行 われ てはな らず,黙 濤又 は___.日の活動 に関す る静粛 な熟考

の機会 とされなけれ ばな らない6)。」(1969年7月1日 発効)

インデ ィアナ

「各公立学校 の教室 で,各 授業 日の開始 に際 して教 室担 当の教師 は・出席 して

い る全生徒 の参加 のも とに,短 時問 の黙1又 は瞑想 を行 わ しめることができ・
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理事会 が命令す る場合は・行わ しめなければな らない。左 の黙濤又 は瞑想 は,

宗教的儀式又 は活 動 ではな く,ま た左の ご とき もの として行 わ しめ られ得 ず
,

宗教的テーマに関する黙薦又 は瞑想 の時間 あるいは一 日の活 動 に関す る静粛 な

i熟考 の時間 とす る7)。」

ルイジアナ

「州内 の各郡及 び市教育委員会 は・その管轄内 の各学校 当局 が各授業 日の開始

に際 して,希 望 する生徒及び教師 に5分 以内 の静粛 な瞑想 を行 う機 会 を与 え る

こ とを許可 しなければな らない。短 時間 の静粛 な瞑想は,宗 教的活動 と意 図 さ

れ て も,ま たみな され て もな らない8)。」

メ リー ラン ド

「(a)静粛な瞑想 州内 の各公立小 中学校 の校長及び教師 は,全 生徒 に毎授業

日の朝 ・始業時 に出席・参加 し,約1分 間静粛 に瞑想す るよ う要請 し得 る もの

とす る。

(b)祈濤又 は聖書朗 読の許可 左 の時間 中生徒又は教師 は,聖 書 を朗読 しあ

るいは祈濤す るこ とができる9)。」

メー ン

「教育行政単位 の教育委員会 は,左 の行政単位内 の全公立学校 の全学年 に1校

時の開始 に際 して教室担 当の教師 が,黙 想 の時間 を熟考又 は瞑想 のために実施

す る旨・及び左 の時間中沈黙が保 たれ,い かなる活動 も行 ってはな らない 旨を

告 げるよ う命令す るこ とができる10)。」(1983年7月1日 発効)

マサ チューセ ッッ

「すべ ての公立学校 の全学年 の各 日の1校 時の開始 に際 して,教 室担 当の教師

は,1分 以内 の黙想 の時間 が瞑想又 は祈濤 のために実施 され なければな らない

旨告 げなければな らず,左 の時間中沈黙 が保たれ,い かな る活動 も行 われては

な らない11)。」

ミシガン

「学区 の教育委員会 は・各授業 日に希望 する生徒 に静粛 な瞑想 の時間 を実施す

る機会 を与 える決定 を行 うこ とがで きる。州委員会 は,教 育委員会が本条 の履

行 に際 して使用 する綱領 を作成 しなけれ ば な ら な い・2)。」(1977年6 .月29日発
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効)

ニ ユ,._..ジャー ジ ー

「州 内 の各 学 区 の各 公 立 の小 中学校 の校 長及 び 教 師 は,生 徒 に各 授業 日の開始

に際 して生 徒 の 自由裁 量 で平 穏 で個 人的 な黙想 又 は 自己反省 のた め に,1分 間

の沈 黙 の時 間 を実 施 す るこ とを許 可 しな けれ ば な らない13)。」(1982年12月17日

発 行)

ニ ユー メ キシ コ

「各地方教育委員会 は,授 業 目の開始 に際 して1分 以内の黙想 の時間 を認 める

ことができる。左 の時間は,黙 想,瞑 想又 は祈薦 に使用す るこ とができる。但

し,沈 黙 が保たれ,い か なる活動 も行 われてはな らない14)。」

ニ ユ ー ヨ ー ク

「(1洛公立学校 の教室で教室担 当の教 師は,毎 授業 日の開始 に際 して出席 して

いる全生徒 の参加 の もとに短時間の静粛 な瞑想 を行 わせ るこ とがで き・教 師の

採用 を行 う教育委員会 が権限を与 え又 は命令す る揚合 は,行 わ しめなければな

らない。

②本条1項 で認 める静粛 な瞑想 は,宗 教的儀式又 は活動 を意図 し,ま た は実

施 する ものであ ってはな らず,宗 教 的テーマに関す る静粛 な瞑想 の機会 あるい

は一 日の活動 に関す る静粛 な熟考 の時間 とみな され る。本条 にい う 『参加」 は・

着席 した ままの参加 が許 され,生 徒 は起立 を要請 され ない もの と解 釈 しなけれ

ばな らない15)。」

ノー スダ コダ

「全 ての公立学校 の全 学年 の毎授業 日の1校 時 の始 めに教 室担 当の教師 は,1

分以内 の黙想 の時間が瞑想又 は祈藤 のために実施 されなければな らない旨を告

げることができ,左 の時間中沈黙 が保 たれ,い かなる活動 も行 われ てはな らな

い。公立学区の教育委員会 は,自 由裁量 に基 づ き左 の学区内 の全公立学校 が本

条 の規定 に従 い各教室で黙想 の時間 を定 めるよ う命令す ることができる16)。」

オハイオ

「いかなる教育委員会 も,教 室担 当の教師が道徳的,哲 学的又 は愛国的 テーマ

に関するプ ログ ラム又 は瞑想の相応 の時間を教 室で供与す ることを禁止す るこ
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とはで きない 。生 徒 は・左 の時 間 が 自 らの又 は両親 あ るい は保護 者 の宗 教 的 信

念 に反 す る場 合 ・ 参加 を要 請 され るこ とは ない ・7)。」(1969年11月18日 発 効)

ペ ンシ ルベ ニ ア

「(a)各公 立学校 の教室で教室担 当の教師 は,毎 授業 日の開始 に際 して出席生徒

の全員 の参加 の もとに,黙 疇又 は瞑想 を行 わ しめることがで き,教 員 の採用 を

行 う学校主事委員会 が権 限を与 え又 は命令す る場合 は,左 のこ とを行 わ しめな

ければな らない。

(b)本条a項 で認 める黙疇又 は瞑想は,宗 教的儀式又 は活 動 を意図 し,ま たは

実施す るものであってはな らず,宗 教的テーマに関する黙薦又 は瞑想 の機 会 あ

るいは一 日の活 動 に関す る静粛』な熟考 の時間 とみ なさるべ きである・8)。」(1972

年12月6目 発効)

ロー・ドアイ ラン ド

「すべ ての公立学校 の全 学年 の毎授業 日の開始 に際 して教室担 当の教師 は,1

分以内 の黙想 の時間 が瞑想 のため実施 され る旨告 げなければな らず,左 の時間

中沈黙 が保たれ,い かな る活 動 も行 われてはな らない19)。」

テネシー

「全生徒及び教師 が一 日の活動 に備 えるため約1分 の黙想 の時間が,公 立学校

の各学年で授業 日の開始 に際 して保持 されな けれ ばな らない。各授業 日の1校

時 の開始 時に,黙 想 の時間が実施 される旨を命 じ,告 げるた め生徒 を召集す る

のは・担任 教師の責任で ある。教師 は,左 の時間 に行 われ るべ きいかなる行為

も指示 し・促 してはな らず,左 の時間中沈黙 が保 たれ なけれ ばな らない。終 了

に際 し教師は,授 業 の再 開 を適切 な方法で指図 しなけれ ばな らず,教 授 を開始 す

るに先 だち,学 校 の通知 を行 いあるいは他 の授業事務 を行 うこ とが できる20)。」

(1982年4月29日 発効)

　 へ　

ハ ー ソ ニ ア

「全生徒 の自由な宗教活動 の権利 が学内で保護 され,個 々の生徒 の校 内での宗

教的行事 に関与 しあ るいは回避iする自由は,州 の最少限 の抑制 に服 さなければ

な らないがた め,各 学 区の教育委員会は,学 区 の各教室 で毎 日の1分 間の黙想

の時間 の実施 を定 める権限 を付与 され る。
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左 の1分 間 の黙想 の時間 を実施す る場合,教 室担 当の教 師は・全生徒 が着席

し,沈 黙 し,各 の生徒 が 自己の選択 に基づ き瞑想 し・祈濤 しあるい は干渉 し・

混乱 させ,妨 害す るこ とのない静粛 な活動 を行 い得 るまで混乱的表現 を行 わ し

めない よ う注意 をは らわな けれ ばな らない21)。」

各州法 の規定 をみてきたが,黙 想 の時間法は,そ の規定 において幾分異 な っ

て い る 。

黙 想 の時 間 の 目的 につ いて,ア リゾナ,ミ シ ガ ン・ ル イジ ア ナ・ コネ テ ィカ

ッ ト等 は,瞑 想 のた め に実施 され る とし,ア ー カ ンザ ス,フ ロ リダ,ペ ン シル

ベ ニ ア等 は黙 薦 又 は瞑想 と規 定 し,生 徒 に選 択 権 を与 えて い る。 また,ア ラバ

マ,メ リー ラン ド,マ サ チ ュー セ ッ ツ,ニ ュー メ キ シ コ等 は瞑想 又 は祈濤 のた

め と規 定 し,生 徒 の選択 権 を認 めて い る。 テ ネ シ ー は,黙 想 の時 間 と規 定 す る

のみ で,教 師 が そ の内容 につ い て の行 為 を指 示 す る こ とを禁 止 してい る。

継 続 時間 につ い て,ア ラバ マ,ア リゾナ,マ サ チ ュー セ ッツ等 は・1分 以 内

と規 定 して い るが,フ ロ リダは2分 以 内 とし,ル イ ジ アナ は5分 以 内 と し・ イ

リノイ,ペ ン シルベ ニ ア等 は,短 時 間 としてい る。 ま た・ コネ テ ィカ ッ ト・ ミ

シ ガ ンは,継 続 時 間 につ い て何 等触 れ てい ない。

参加 者 につ い て は,ア ー カ ンザ ス,イ リ ノイ,イ ンデ ィアナ ・ ペ ンシ ルベ ニ

アは全 生 徒 と規 定 し,コ ネ テ ィ カ ッ ト,ル イ ジ アナ は生徒 と教 師 とし,ミ シガ

ン,ニ ュー ジ ャー ジー,オ ハ イ トは生徒 とし,ア ラバ マ,ア リゾナ,マ サ チ ュ

ー セ ッツ等 は,特 に規 定 してい な い。

実 施 時間 につ い て,ア ー カ ンザ ス,ペ ンシ ルベ ニ ア,イ リ ノイ は毎 日の始 業

時 として い る。 ア ラバ マ,イ ンデ ィ ィアナ,マ サ チ ュー セ ッツ・ テ ネ シー等 は

各 日の始 業 時 と して い る。 ま た,ミ シ ガ ンは,時 間指 定 をせ ず各 授 業 日の問 と

し,ル イ ジジ アナ,オ ハ イオ は,特 に規 定 を も うけてい な い。

参 加 に関 して,ア,..._.カンザ ス,コ ネテ ィ カ ッ ト,ル イ ジ アナ ・ ミシ ガ ンは・

生 徒 の 自 由意思 に委 ね任 意 として い る。 イ リ ノイ,イ ンデ ィアナ ・ メ リー ラ ン

ド,ペ ン シルベ ニ アは要 請 され る と規 定 し,フ ロ リダ,マ サ チ ュー セ ッツ等 は・

特 に触 れ てい な い。

更 には,黙 想 の時 間 が強 制 的 な ものか否 につ いて,ア ラバ マ は教 師 が告 げ る
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こ と が で き る と し ・ ア リ ゾ ナ,マ サ チ ュ ー セ ッ ツ,テ ネ シ ー は
,教 師 が 実 施 を

告 げ な け れ ば な ら な い と す る 。 コ ネ テ ィ カ ッ ト,ル イ ジ ア ナ は,教 育 委 員 会 が

規 定 乃 至 許 可 し な け れ ば な ら な い と す る 。 フ ロ リ ダ,イ リ ノ イ,ミ シ ガ ン は
,

教 師 乃 至 教 育 委 員 会 が 実 施 し 得 る と し て 任 意 な も の と し て い る 。

1)ALA・CoDE§16-1-20.1(SupP。1982).

2)ARIz・REv・STAT.ANN.§15-522(SupP.1982).

3)ARK・STAT.ANN.§80-1607.1(1980).

4)CoNN・GEN・STAT・ANN.§10-16a(WestSupP .1982).

5)FLA・STAT・ANN・ §233・062(WestSupp .1982).

6)ILL.REv.STAT.ch,122,¶771(1981).

7)IND・CoDE§20-10.1-7-11(1976).

8)LA・REv・STAT・ANN.§17:2115(a)(West1982).

9)MD・EDUC.CODEANN.§7-104(1978).

10)ME.REv,STAT.ANN .tit.20-A,§4805(2)(1982).

11)MAss,GEN.LAWSANN ,ch.71,§1A(WestSupp.1982--1983) .

12)MIcH・CoMP.LAws§380.1565(1979) .

13)NJ.REv.STAT.§18A:36-4(1982).

14)N・M・STAT.ANN .§22-5-4.1(1981).

15)N.Y.EDuc.LAw.§3029-a(McKinney1981) .

16)N・D・CENT.CoDE§15-47-30 .1(1981).

17)OHIoREv・CoDEANN .§3313.601(Page1980).

18)PA・STAT・ANN,tit .24,§15-1516.1(PurdonSupP.1982) .

19)R.1.GEN.LAWS.§16-12-3.1(1981) .

20)TENN.CoDEANN.§49-1922(Supp .1982).

21)VA,CoDE§22.1-203(1080)

2.国 教禁止条 項 をめ ぐる合衆国最 高裁 の解釈

憲法修 正第1条 は,連 邦政府及び州1)が 「国教 の樹立 を規定す る法律」 を制

定す るこ とを禁止 してい る。我 々の社会 は,異 なった理念 と実践 をもつ数 多 く

の宗教 を受 け入 れている。 その結果,国 家 が特定 の宗教的信条 あ るいは実践 を

是認 したな らば,是 認 され た宗教 のみが利益 を得 ることにな る。国家 は,一 宗

教 を是認す るこ とによ りそ の中立性 を放棄 し,国 教禁止条項 に抵触 する内容 に

基づ く宗教的区分 を行 うこ とになるのである。 また,政 府が一宗教又 は二 ・三

の宗教 に優越性 を与 えたな らば,教 派間 の競 いに国家 が統制権 を持 って介入 す

る とい う結果 が生 ず る。従 って,裁 判所 は,一 貫 して政府 が特定宗派 を支持す
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る こ との みな らず,全 て の宗教 を助 成 す る こ とを も禁 止 して い る ので あ る2)。

しか し,国 教 禁 止条 項 を解 釈 して い る最 高裁 の多 くの判決 は,宗 教 の 中立性

概 念 が絶 対 的 な教 会 と国家 の分 離 を要 求 して い る とはみ な して い な い と考 え ら

れ る。 カ トリック系 教 区学 校 の生 徒 のバ ス賃 を公 金 か ら親 に償 還 す る教 育 委 員

会 の決 定 が争 わ れ たEversonv.BoardofEduc.3)で,最 高 裁 は政 府 は一宗 教 又

は全 て の宗 教 を優 先 して は な らな い と しなが らも4),児 童 の福 祉 の促 進 とい う

公 共 の 目的論 を展 開 し,政 府 が補 助 金 を差 し控 え る こ とに よ って宗 教 を敵 対 視

す る こ とは で きな い と した ので あ る5)。 また,日 曜 日の労働,労 務,そ の他 の

商 業活 動 を禁 止 す る メ リー ラ ン ド州 日曜休 業 法(SundayClosingLaw)の 合

憲 性 が争 わ れ たMcGowanv.StateofMaryland6)で,最 高 裁 は・左 の法律 は

元 来 宗教 的影 響 力 に よ って制定 され た ので あ るが7),今 や法 律 の 目的 は市 民 の

健 康,安 全,余 暇 及び 公 共 の福 祉 の促 進 にあ るので あ り8),労 働 団体 及 び 同業

者 組 合 によ って支 持 され て い るか ら,も はや基 本 的 には宗教 的 とはい えな い と

認 定 して い る9)。 そ の後,最 高裁 は,1963年 連 邦 高 等 教 育 施 設 法(Federal

HigherEducationalFacilitiesActof1963)に 基 づ き,教 会 系 カ レッジ及 び

大 学 に世 俗 的 教 育 目的 の た め にの み利 用 され る建 設 物 の建 設 資 金 を交付 す る制

度 が争 われ たTiltonv.Richardsonlo)で,カ レッジ は初 等 及 び 中等 学 校 よ り

も適 切 に宗 派 別 教 育 を世 俗 的教 育 か ら分 離 し得 る と し て 合 憲 と し,Roemer

v.BoardofPublicWorks11)で 宗 教 団体 設 立 の カ レッジ及 び大 学 に対 す る メ

リー ラ ン ド州 の補 助 金 交付 計 画 をTiltonに 従 って合 憲 として い る。更 に ま た・

ミズー リ州 立大 学 の宗 教 的礼拝 や宗 教 の唱 導 のた めに校 舎 及 び校 内 を利 用 す る

こ とを禁 止 した規則 が争 われ たWidmarv.Vincent12)で 最 高 裁 は,あ らゆ る

他 の団体 と同様 宗教 団体 に対 してパ ブ リッ クフ ォ,一ラム を利 用 す る こ とを許 可

す るの は,そ の主 た る 目的又 は効 果 と して宗 教 の助 成 を促 す もので もな く,宗

教 と政 府 の過 度 の イ ン タ ン グル メ ン トを作 り出 す も ので もな く,従 って国 教禁

止条 項 を侵 害 しない 。他 方,唯.__.の 宗 教 的言 論 を フ ォー ラムか ら追 放 す る こ と

は,修 正 第1条 の下 で保 障 され る言 論 の 自由 によ っ て禁 止 され て い る内容 に基

づ く差 別 につ なが る としてい る13)。

以上 の判例 に反 映 され てい る宗 教 の 中立性 につ い て の解 釈 とは対 照的 に,最
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高裁 は,公 立学校 で宗教 に便宜 を計 ることについては,か た くなな姿勢 を くず

していない。

まず・McCollumv・BoardofEducation14)を みるこ とにす る。1940年,イ

リノイ州Champaign郡 のユダヤ教,ロ ーマ ・カ ソリック及び少数 のプ ロテス

タン ト関係 者 は,宗 教教育協議会 と呼ばれ る自主組織 をつ くり,公 立学校 の4

年生 か ら9年 生 までの生徒 に対 して宗教教育 の授業 を受 け させ るための許可 を

第71学 区教育委員会 か ら得 た。授業 は,出 席 を要請す る書面 に親 が署名 した生

徒 を対象 とし,一 週 間当 り低学年生 は30分,高 学年生 は45分 のそれであった。

協議 会 は,学 校 当局 に金銭 的負担 をか けず に講師 を雇 ったが,講 師 は校 長 の認

可及 び監督 に服 さなければな らなか った。授業 は,三 つの宗派別 グループに分

かれ・学校 の正規 の教室で行 われた。宗教教育 を受 けた くない生徒 は,教 室 を

去 り,世 俗 の学習 を行 うた め校 内の他 の場所 に移動 す るこ とが要請 され,授 業

に出席す る生徒 は・世俗的学 習 を免除 され るが,出 欠席 の報告 を世俗 の教師 に

対 して為 さなければ な らなかった15)。

多数 意見 を述 べたBlack判 事 は言 う。左 の事実 か らして,税 金 によって維

持 され る財産 の宗教 の授業へ の使用及び宗 教教育促進 とい う点 に,学 校 当局 と

宗教教 育協議会 の問 に密接 な協 同が明 らかであ る。従 って,州 の義務教育制度

の施行 が,宗 派別 セ ク トによってなされ る宗教教育のプ ログ ラムを援助 し且つ

それ と統合 されている。世俗的教育 を受 けるため登校 を法律 によって義務づ け

られている生徒 は,い くぶ んかは宗教 の授業 に出席す る とい う条 件でその法的

義務 を一部免 除 されてはい るが,税 金 で設立 され,維 持 されている公立学校 制

度 を宗教 グループが 自己の信念 を流布す るた めに利用 す ることに他 な らない の

である】6)。本件 においては,宗 教 的教義 の普及 のために州 の税金 で維持 され る

公立学校 が使用 され るのみな らず,州 は公 立学校 の義務教育制度 を利用 して宗

教 の授業 に児童 を出席 させ る手助 けをす る とい う非常 に貴重 な援助 を宗派 グル

ープに提供 してい るのであ り
,こ の ことは,教 会 と国家が分離 してい る とはい

えないのである1?)。

しか し,最 高裁 は,McCollumの4年 後 の1952年,Zorachv.Clauson18)で

公 立学校 の生徒 は校外 の宗教施設 で宗教教育 を受 けるた めに授業 を免除 され る
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と判 決 した ので あ る。 ニ ュー ヨー ク市 は,ニ ュー ヨー ク州 教 育 法 の 「宗 教 行事

及 び宗 教 教 育 を受 け るた めの欠席 は,教 育 長 の定 め る規則 に基 づ い て許 可 す る

もの とす る。」 とい う規 定 に基 づ い て,公 立 学校 の生 徒 が授 業 時 間 中 に宗 教 教

育 や 祈濤 に参 加 で き るよ う校 外 の宗教 施 設 に行 くこ とが で き る とす るい わゆ る

自 由時 間制(releasedtimeprogram)を 立 て た。生 徒 は親 の書 面 に よ る 申 請

に基 づ い て授 業 を免 除 され,免 除 され ない生 徒 は教 室 に と どま る。 また,教 会

は,授 業 を免 除 され てい な が ら宗 教 教 育 を受 け ない生 徒 にっ い て毎 週学 校 に報

告 す る もの として い た19)。

Douglas判 事 は,法 廷 意 見 の中 で次 の よ うに判決 してい る。 自由時間 制 は,

公 立学校 の教 室 で の宗 教 教育 も公 金 の支 出 もそ の内容 と して お らず,申 込用 紙

を含 む あ らゆ る費用 は宗 教 団体 に よ って支 払 わ れ,か か る点 でMcC・llumと

異 って い る20)。何 人 も宗 教 施 設 へ行 くこ とを強 制 され るこ とはな く,い か な る

宗教 教育 も公 立学 校 の教 室 内 に持 ち込 まれ て はい な い。生 徒 は宗 教 教育 を受 け

る必 要性 は な く,自 らの宗 教 的 礼拝 の方 法,時 間 につ い て 自己 の決 定 に任 され

て い る。 学校 当局 は,生 徒 を宗 教 施 設 に行 かせ る こ とにつ い て の強制 の点 にっ

い て は 中立 で あ り,親 が 申請 す る生 徒 を免 除す るそ れ以 上 の こ とは何 もな して

はい ない21)。 そ して,憲 法 は,政 府 が宗教 を敵 対 視 す る必 要性 もそ の力 を宗 教

的 影響 力 の効 果 的範 囲 を広 げ る努 力 に向 け る必 要性 も要請 してい な い ので,合

憲 で あ る22)。

公 立 学校 の校 内 で行 われ る宗 教 活 動 は,不 当 に宗 教 を助 成 す る こ とに な るが,

校 外 で の宗 教 活 動 を認 めな い こ とも,国 が不 当 に宗 教 に対 して敵憔 心 を示 す こ

とにな るので あ る。Zorach以 降 の ケー スは,Zorachが 最 高 裁 の公 立 学 校 に

お け る宗 教活 動 に対 す る便 宜 の限界 を表 明 してい る として,公 立学 校 内 で の広

範 な詰 め合 せ物 を違 憲 で あ る として きて い る。

とこ ろで,最 高 裁 は,Schempp,Enge1で 前 述 の如 く初 等及 び 中等 の公 立 学

校 内 で の教 会 と国家 の分 離 には っ き り と不 浸 透 の壁 を確 立 してい る。最 高 裁 は・

Enge1で は非宗 派 的祈薦 を,SchempPで は聖 書 の朗 読 を無 効 とす るこ とに よ

って以 後 の事 件 の ガイ ドライ ン とな る原 則 を打 ち立 て てい る。 両事 件 を見 る こ

とに よ り,そ の原則 を引 き出 して み るこ とにす る。
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第 一に・宗 教 の国 教 化 に関す る法 律 に対 す る憲 法上 の禁止 は,少 な く ともア

メ リカ におい て政府 に よ って運 営 され る宗 教 的 プ ログ ラム の一 部 と して朗 諦 す

る為 に アメ リカ人 の団体 の た め に公 的 な祈濤 を作 成 す る こ とは,政 府 の業 務 の

一 部 で は ない23)
。 す な わ ち,公 立 学校 にお け る宗 教活 動 を作成 又 は認 可 す る こ

とは,政 府 の業務 で は ない。

第二 に・政 府 に よ る祈 疇 の承 認 は,200年 前 ま では普 通 で あ った政 府 に よ る

宗 教 の侵 害 と比較 した場 合,相 対 的 には重 要 では な い。 公認 され た祈濤 は非 常

に短 時 間且 つ一般 的 で あ るが故 に,政 府 に よ るそ の樹 立 に は信 教 の 自由へ の危

険性 がな い とい う見 解 をい だ く人 々 に対 して,J.Madisonの 言葉 「我 々 の 自

由 の初 め て の経 験 に は,警 戒 がな されて しか るべ きで あ る。」 を引用 す る の が

適 切 で あ る24)。 また,聖 書 の一 節 の朗 読 とい った宗教 活 動 は比較 的 軽微 な修 正

第1条 の侵 害 で あ る と論 ず る こ とには,防 ぐ手 だ ては な い。 しか し,今 日で は

細流 で あ る程 度 の 中立性 へ の侵 害 は,全 て非 常 に早 い ス ピー ドで た け り狂 う奔

流 とな る ので あ る25)。す な わ ち,宗 教 へ の 当該 の援 助 が相 対 的 に は重 要 で ない

こ とを理 由に した のみ で は,例 外 は認 め られ 得 ない。

第 三 に,教 室 内 で の祈!fp-一一文 の朗 唱や 聖 書朗 読 を禁 ず る こ とは,自 由な行 動条

項(freeexerciseclause)を 犯 して国 の宗 教 へ の敵/17L.心を表 わす も の で は な

い26)。

第 四 に,祈 薦 が宗 派 的 に中 立 で あ る とい う事 実 も,祈1を 行 うか否 を生 徒 の

自由意 思 に任 せ る とい う事 実 も,国 教禁 止条 項 の制 限か らは ま ぬがれ得 ない2?)。

す な わ ち,宗 教活 動 へ の生 徒 の参 加 が表 面上 は任 意 であ る とい う事 実 のみ を も

って して も,生 徒 へ の強制 の問題 が依 然 と して残 るので ある。

最 高 裁 は,公 立 学 校 にお け る宗 教 的 行事 の い か な る形 態 を も認 めて きてい な

い ところか ら明 らか な よ うに,上 記 国教 禁 止条 項 の解釈 原 則 を是 認 して きて い

る。EpPersonv・Arkansas28)で,最 高 裁 は,教 師 が州 によ っ て維 持 され る学

校 又 は大 学 で 「人 類 は,下 等 動物 に さか のぼ り又 は 由来 す る とい う理 論 あ るい

は学 説 を教 え る こ と」,「左 の理 論 を説 明 す る教 科 書 を採 用 し又 は使 用 す る こ

と」 は不 法 で あ り,こ れ に違 反 した者 は免 職 され る旨規 定 した アー カ ン ソー州

1928年 法29>を 違 憲 で あ る とした。Fortas判 事 は,そ の法廷 意 見 の中 で次 の よ う
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に判決 してい る。 法律 は異端 を知 らない。 そ して法 律 は,い か な る教義 の支 持

もいか な る宗派 の樹 立 に も義務 を有 せ ず,こ の原 則 こそ修 正 第1条 の解 釈 原 理

で あ る30)。 アー カ ン ソー州 は,教 師 が進 化論 を論 ず る こ とを妨 げ よ うとした。

けだ し,進 化 論 は,聖 書 の創 世 記 が人 類 の起 源 に関 す る唯 一 の源 泉 でな けれ ば

な らな い とい う主義 と相 容 ない か らで あ る。 フ ァ ンダ メ ンタ リス トの宗 派 の確

信 が,左 の州法 が存在 して きた理 由で あ る こ とは明 白で あ る。 従 って,州 は,

一 宗 教 の教 義 に相 反 す る学 説 を教 え るこ とを禁 ず る こ とに よ って,宗 教 へ の中

立 性 の限 界 を踏 み越 え,特 定 の教 派 を優 遇 す る もの で あ る31)。

公 立 学校 で の宗教 へ の最少 限 の便 宜 す ら認 めな い最 高裁 の よ り重 要 な表 明 は,

Stonev.Graham32)に みい だ され る。 ケ ンタ ッキー州 は,法 律 で以 下 の事 を規

定 してい た。 公 立 の初 等及 び 中等学 校 の教室 の壁 に耐 久性 のあ るモー セ の十戒

(TenCommandments)の コ ピー を掲 示 す る こ とは,教 育 長 の義 務 とす る。十

戒 の コ ピー の下 に は,小 さな プ リン トで 「十戒 の世俗 的使 用 は,明 らか に西 欧

文 明 の基 本 的 な法 的 基 準及 び 合衆 国 の コモ ン ・ロー として採 用 され てい る とこ

ろ にみい だす こ とが で き る。」 とい う左 の掲示 目的 に関 す る表示 が な され な け

れ ば な らな い。 コ ピー は,こ の法律 の 目的 のた め に州 の収 入役 に対 して為 され

る 自発 的 な寄 付 に よ って まか な われ た基 金 で購 入 す る もの とす る33)。

ケ ン タ ッキー州最 高裁 判所 は左 の法律 を合 憲 で あ る と判 決 したが34),合 衆 国

最 高裁 は違 憲判 決 を下 して い る。 す な わ ち,法 律 で世俗 的 目的 を表 明 した とし

て も,左 の法律 は修 正 第1条 との衝 突 を避 けて通 る こ とはで きな い。教 室 の壁

にモ ー セ の十 戒 を掲 示 す る主 た る 目的 は,明 らか に事 実 上宗 教 的 で あ る。 モ ー

セ の十 戒 は,ユ ダ ヤ教 及 び キ リス ト教 信 仰 の神 聖 な るテ キ ス トで あ るこ とに疑

い は ない。 そ して,世 俗 的 目的 を立 法 上仮 定 して み て も,左 の事 実 か ら我 々 を

盲 目にす るこ とは で きな い。十 戒 は,親 に対 す る敬 愛,殺 人,姦 淫,盗 み,偽

証 及 び む さぼ りの禁 止 とい った世 俗 的 事項 に のみ 限 られ て い るので は ない。 む

し ろ,十 戒 の最 初 の部分 は,神 のみ を拝 すべ きこ と,偶 像 崇 拝 を避 け るこ と,

神 の名 をい たず らに用 い ない こ と,安 息 日を守 る こ と とい った信 者 の宗 教 的義

務 に関す る もの で あ る。本 件 は,モ ー セの十 戒 が教 科課 程 に組 み込 まれ た事 件

に 関す る もので は な い。宗 教 的 テ キ ス トを壁 に掲 示 す る こ とは,教 育機能 に貢
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献 する ものではない。掲示 されたモーセの十戒 が効果 を発揮 する とすれば,そ

れ は学童 が十戒 を読み,黙 想 し,こ とによる とそれ を尊 び,従 うこ とで あろ う。

しか しなが ら,こ のことが個人 の信心 のつ とめの問題 として望 ましい こ とであ

るにせ よ,そ れ は国教禁止条項 の下 では許 し得 る州 の 目的 となす こ とはで きな

い。掲示 されたモーセの十戒 のコ ピーが 自発的 な個人 の寄付 によって資金調達

され るとい うこ とは,重 要ではない。 けだ し,立 法部 の後援 の下 での コピーの

掲示 自体 が,国 教禁示条項 が禁 じている州政府 の公式 な支持 を宗教 に供与す る

こ とになるか らで ある。 また,本 件 の聖句 が,SchempP及 びEngelに おける

よ うな朗読 ではな く,単 に壁 に掲 示 され るにす ぎない とい うこ とも重要 ではな

い。 けだし・ これ らの宗教行事 が比較的 ささいな修正第1条 に対 す る侵害であ

る と主張す るこ とは,抗 弁事 由 とはな り得ないか らで ある。故 に,本 件 ケンタ

ッキー州法 は,国 教禁止条項 に違反 するのである35)。

ところで,宗 教的性質 を伴 う活動 が,公 立学校 の教室か ら全 く排 除 されて き

ているわけではない。前記SchemPPで 最 高裁 は,人 間教育 は比較宗教,宗 教

の歴史及び宗教 と文 明の発達 との関係 といった研究な くしては,完 全 なもの と

は言い得 ないであろ う。聖書 は,そ の文学的特質 を有 す る故 に研究対象 として

価値 を有 する とい える。聖書や宗教 のかか る研究 は,そ れが客観的 に教育 の世

俗的学習計画 の一部 として提供 され たな らば,修 正第1条 と何等矛盾す るもの

ではないのである,と している36)。また,Enge1で,最 高裁 は,学 童及 びその

他 の人 々は創造主 につ いて述べ てい る独 立宣言 とい った歴史的文書 を朗読 し,

神 に対 する作者 の信仰 の告 白を含 む公 けに支持 された祝歌 を歌 うことによって

愛 国心 を表 明す るこ とを公的 に奨励 され る。 また,公 的生活 の中に,神 へ の信

仰 の表明が多 く見 られ るが,こ のことは本件判決 とは何 等矛盾す るものではな

い37),と している。 すなわち,か か る活動 は,宗 教的行事 と何等 関係 のない教

育的,愛 国的 あるいは儀式的行事 とみな されているのである。

教会 と国家 の分離 についての厳格 な基準 が公 立学校 に適用 され るのは,ア メ

リカ社会 にお ける公立学校 の特別 な地位 によるのである。第一 に,公 立学校 は,

象徴的機能 を果 すのであ り,最 高裁 は公立学校 を民主主義 の温床 とみな し,そ

こでは国家 は特定 の信仰又 は思想 の優位 を表明せず,混 成社会 に とって必 要で
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あ る宗 教 的 寛 容 の理 念 を示 す こ とが予 期 され て い る38)。 第 二 に,国 家 は,あ る

宗 教 に優 位 を認 め る とい う外 観 を呈 して は な らな い 。 け だ し,公 立 学 校 の 生 徒

は か か る 国 の政 策 か ら攻 撃 を 受 けや す い か らで あ る。 こ の こ とは,公 立 学 校 の

生 徒 の感 受 性 と公 立 学 校 の義 務 教 育 出 席 の 要 請 とい う2つ の要 因 に 帰 因 し,生

徒 は,批 判 的 且 つ 独 立 の 思 考 力 を有 す る成 人 と異 な り,教 師,学 校 運 営 及 び 仲

間 の生 徒 に影 響 され や す い の で あ る 。 こ の影 響 力 は,義 務 教 育 出 席 の要 請 の 故

に相 当高 度 な レベ ル に ま で 達 す る と考 え られ る 。 第 三 に,信 仰 は個 人 の領 域 に

属 す る も の で あ り,そ の核 心 に触 れ る も の で あ る か ら,排 他 的 に親 の指 導 の下

に留 保 され る も の で あ る 。 従 っ て,国 が生 徒 に宗 教 的 価 値 を教 え込 ん だ 場 合,

親 の特 権 を 国 が 専 有 す る とい う結 果 を生 ず る の で あ る 。こ の点 に 関 し,Burger

長 官 は,Wisconsinv.Yoder39)で 明 確 に述 べ て い る40)。 第 四 に,以 上 の 点 及

び 公 立 学 校 の教 育 内 容 に宗 教 的 要 素 を組 み 入 れ よ う とす る 国 民 の 意 識 の 故 に ・

明 らか に,宗 教 的 な 活 動 を公 立 学 校 で 行 え ば,国 教 禁 止 条 項 が 排 除 し よ う と し

て い る宗 派 問 の 闘 争 を結 果 と して 生 ぜ し め る こ と に な る 。

1)国 教禁 止条項 は,Eversonv.BoardofEduc・,330U・S・1(1947)で 州 に も適用

され る とされ た。Id.at15.

2)CommitteeforPublicEducationv.Nyquisit,413U.S.756,771{1973);

Engelv.Vital,370U.S.421,430(1962);McCollumv.BoardofEducation,

333U,S.203,210-11(1948);Eversonv.BoardofEduc.,330U.S.1,15-16

(1947).国 教禁止 条項 の解釈 につ いて,2つ の理 論 が対 立 して い る。SeeE・S.CORW-

IN,THECoNSTITuTIoNANDWHATITMEANSTODAY286--87(14thed・1978)・

最 高裁 判決 に も,そ の対立 がみ いだ され る。Black判 事 は,次 の よ うに述 べて い る。

「修正 第1条 のr国 教 の樹 立』規 定 は,少 な くとも次 の こ とを意 味す る。州政府 の み

な らず連 邦政 府 とい え ども,宗 教 また はすべ て の宗教 を援助 し,あ るい は一 宗教 を他

の宗教 よ り優 先す る法律 を制 定 して は な らない。 いずれ の政 府 とい え ども,意 思 に反

して教 会 に行 かせ あ るい は行 かせ ない よ う強制 して はな らない し,影 響 を与 えて もい

けない。 また,い か な る宗 教 に対 す る信 仰,不 信 仰 の告 白 も,な されて はな らない。

何人 も,宗 教,信 仰 若 しくは不信 仰 をいだ き又 は告 白 した こ との故 に,あ るい は教会

へ 出席 し,欠 席 した こ と故 に罰 せ られ ない。税金 は額 の多少 を問 わず,ど の よ うに呼

称 され,い か な る形態 にお いて宗教 を教 え又 は実践 す るものであ るにせ よ,い か なる

宗 教活動 又 は宗教 施設 を支持 す るた めに賦課 されて は な らない。州 政府 のみ な らず連

邦 政府 も,公 然 と又 はひそ か にいか な る宗 教組織 若 しくは宗教 団体等 の業務 に関与 し

て はな らない。Jeffersonの 言葉 をか りれ ば,法 に よ る国教 禁止 条項 は,r教 会 と国家

の分離 の壁』 を築 くこ とを意 図す る もので あった ので あ る。」Eversonv、Boardof

Educ.,330U.S,1,15-16(1947).他 方,Douglas判 事 は言 う。 「修 正第1条 は,
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そ の適 用 範 囲 内 に お い て例 外 は認 め られ な い。 す な わ ち,禁 止 は絶 対 的 で あ る。 しか

しな が ら,修 正 第1条 は,あ り とあ らゆ る点 で教 会 と国 家 の分 離 が な けれ ば な らな い

と まで は い っ て い な い。 む しろ,左 の条 項 は,提 携,結 合 又 は相 互依 存 が あ っ て は な

らな い 方 法 あ る い は方 策 を定 め て い る。 こ の こ とは,物 事 の 常 識 で あ る。 さ も な け れ

ば ・ 国 家 と教 会 は,互 い に相 容 れ な い の に な り,敵 対 的 な疑 い あ う関 係 に な り,更 に

は 悪 意 をい だ くこ とに さえ な る の で あ る。 … …政 府 が宗 教 に対 して 敵 対 的 で あ る こ と,

及 び 政 府 が 効 果 的 な宗 教 的 影 響 力 の及 ぶ 範 囲 の拡 大 化 の努 力 を阻 止 す る こ と を憲 法 は

要 求 して い な い。 政 府 は,宗 派 間 の競 争 に ぶ つ か った 際 に,'中 立 的 で な け れ ば な らな

い。 … …我 々個 々人 の 好 み は,憲 法 上 の基 準 に は な らな い 。 憲 法 の基 準 は ,教 会 と国

家 の分 離 で あ る。憲 法 上 の 多 くの 問 題 と同 様,問 題 は程 度 の そ れ な の で あ る。」Zorach

v.Clauson,343U.S.300,312-14(1952) .

3)330U.S.1(1943).

4)ld.at15-16.

5)Id.at17-18.

6)366U.S.420(1961}.

7)Id.at431.

8)Id.at445.

9)Id.at431-35,444-一 一一一45.

10}403U.S.672{1971).

11)426U.S.736(1976).

12)454U.S.263(1981).

13)SeeM.SHAPIRO,R.J.TRESOLINI,AMERICANCONSTITUTIONALLAW ,441‐

44(6thed.1 .9823).

14)333U.S.203(1948).

15)Id,at207--209.

16)Id.at209-210.

17)Id.at212.

18)343U.S.306{1952).

19)Id.at308.

20)Id.at308-309

21)Id.at310.

22)Id.at314。McCollumとZorachの 両 事 件 に つ い てSeeKauper ,Church,State,

andFreedom:AReview,52Micx.L.REV.829,839(1954);Kauper ,Prayer,

PublicSchoolsandSupremeCourt,61MICR.L.REV.1031,10490 .963);School

DistrictofAbingtonTP.,PA.v.Schempp,374U.S.207,261--fi2{1963

(Brennan,J.,concurring).

23}Engelv.Vital,370U.S.421,425(1962).

24)Id.at436.

25)SchoolDistrictofAbingtonTP.,PA.v.Schempp,347U.S.207,225(1963) .

26)Engelv.Vital,370U.S,at436;SchoolDistrictofAbingtonTP.,PA ,v.

Schemp,374U.S.at225.
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27)Engelv.Vital,370U.S.at430.

28)393U.S.97(1968).

29)Id.at98-99.

30)Id.at104.

31)Id,at107-109.

32)449U.S.39(1980).

33)id,at39.

34)599S.W.2d157(1980).

35)449U.S.39,41--43(1.980).

36}SchoolDistrictofAbingtonTP.,PA.v.Schempp,374U.S.207,225(1963).

37)Engelv.Vital,370U.S.421,435(1962).

38)McCollumv.BoardofEducation,333U.S.203,216-17(1948).

39)460U.S.205{1972).

40)Id.at213-1.4.

3.「 黙想 の時 間」法 に関す る学説 と判例

(1}学 説

J.Choperの 主 張 … …修 正 第1条 にい う国 教禁 止 条項 は,国 が公 立学 校 の生

徒 の宗 教 的 又 は良心 的信 条 を傷 つ け,あ るい は信 教 の 自 由又 は良心 の選 択 に影

響 を及 ぼ す結 果 にな る もっぱ ら宗教 的活 動 として明 白に特 徴 づ け られ る ものに

携 わ る場合,侵 害 され る1)。 そ して,祈 禧 が違 憲 とされ たEngel以 降 い くつ

か の提 案 が な され てい るが,そ の 中 の一 つ として毎 日の授 業 日を,校 内 の騒 ぎ

を静 め させ0日 の勉 強 を静 粛 な時 間 を もって 開始 せ しめ るべ きで あ る とい うそ

れ が あ る。各 生 徒 は,黙 想 の時 間 を 自己 に とって適 当だ と考 え る どんな 目的 の

た めに も役 立 たせ る こ とが で き るか ら,左 の活 動 は も っぱ ら宗 教 的 な もの と し

て特徴 づ け られ ない。 ま た,い か な る生 徒 も真 に級 友 の内省 の対 象 を知 り得 な

い ので あ るか ら,唯 一 人 として何 等 か の方法 で 自己 の考 え を改 め る こ とを強 要

され る こ とは ない2)。

P.Kauperの 主 張 ……Enge1判 決 は,公 立 学校 の教 室 に お け る毎 目の朗 諦

の た め の公 的 に認 め られ た祈疇 に関す る規 定 に のみ及 ぶ ので あ る。 勿論,左 の

判 決 は,公 立 学校 にお け る祈濤 を禁 止 した もの で はな い。生 徒 及 び 教 師 は,黙

薦 を行 うこ とがで き るので あ り,黙 薦 の時 間 を 自 由 に許 す こ とは,判 決 と何 等
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矛盾す るものではない。更 に,Enge1は,教 育委員会 が命令 によって教師 に要

請 した公認 の祈1(を 処理 した事件 である とい うこ とに心 を とめるこ とが大切 で

ある。事件 は,教 室担当の教師が子供 に自由に自己の祈薦 を表現す る機i会を与

える 自由裁量権 を有 してい る事態 を審理 した ものではない し,聖 職者が公立学

校 の教科課程 との関連で祈疇 を企 て得 るか否 か の問題 を処理 した も の で も な

い3)。

Enge1判 決は・ 中立性 の基 準 によって判定 され る。 明 らか に,特 別 の祈薦 を

許可す る州 の行為 は,祈 薦 に内包 され る諸 の宗教的信念へ の政府 の優先 の表 わ

れであ り・ この限度 でこれ らの行動基準 を受 け容 れない人,又 は他 の方法 で祈

薦 しよ うとする人 を差別す るこ とになる。 しか し,州 は公 立学校 での公認 の祈

疇 の朗論 を規 定す る権限 を有 しない とした最 高裁 が,そ れ によって州 に宗教 に

基 づいて差別 し・又 は信教 の 自由に介入す るこ とを強要 したのであろ うか。祈

濤活動 は参加 を希望 する子供 の信教 の自由に手段 を提供 した ものである との論

議 が,最 高裁 でな された のではあるが,公 立学校 で祈濤文 を朗諦す る権利 は信

教 の自由の核心 をなす との主張 は,ほ とん ど説得力 あるもの とい うこ とはで き

ないのである。祈薦 を行 うとい う一般的権利 は,判 決 によって影響 を被 る もの

で はな く,教 室 での何等 かの形式 の祈薦 は,Enge1判 決 と矛盾 する ものでもな

い。 また,公 立学校 の教室内での公 けに認 め られ た祈薦 は,州 にその学校 を公

的 に確立 された正説 としての世俗主義 を促進 す るために使 わ しめるこ とを強制

す るこ とによって,中 立性 を侵害す るもので ある と言 い得 ないのである。判決

と矛盾す るこ とな く,学 校及 び政府 は,な お宗教 に対す る共感 意識及 び個人や

地域共 同体 への宗 教 の関連 を反映す る慣例及び教育綱領 を追求 し得 る4)。

Brennan判 事 の意見 ・・一 日常 の祈 りが推 し進 めるといわれ てい る世俗 的 目的

は,二 つの範疇 に分かれ る。 つま り,参 加す る子供 によって共 に享受 され る直

接 的 にいって宗教的経験 に依 存す るそれ と,祈 りの題材 の宗教的内容 か ら十分

に分離 される と思われ るそれ とであ り,後 者 は,等 し く非宗教的題材 によって

推 し進 め られ るものである。 まず第一 の 目的 に関 して,公 立学校 の教室 に何等

か の宗教的影響又 は教育 を吹 き込む とい う道徳的及び精神的価値 につい て多 く

の ものが書かれてきてい る。 もば ら宗教 的題材 がこの目的 を助長す るであろ う
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とい う限度 で,手 段 と同様 目的 は明 らか に宗教的であ り,左 の活動 は国教禁止

条項 によって必然的 に禁止 されてい るのである。純粋 に世俗的 な利益 が終 局的

に生ず るか もしれない とい う事 実 は,こ の活動 を正当化 し得 るもの とは思 われ

ない。 けだ し,同 様 の間接 的非宗教的利益 は,疑 いな くMcCllumで 無効 とさ

れた 自由時間制 にっいて主張 されてきていたか らで ある5)。

第二 の正当化事 由は,授 業 日の開始 にあた って の宗教的活動 が,直 接的 にも

っぱ ら世俗的 目的 例 えば,生 徒間 の調和 と寛容 をは ぐ くみ,教 師 の権威 を

高 め,よ りよき しつ けを吹き込 む とい った を助長 す るもので あると思 われ

る。 そのよ うな利益 は,朗 読や朗諦 の内容 か らではな く,単 に開始 の会合又 は

一 日の最初 の授業 に際 してのかかる厳粛 な儀式 の開催か ら生ず る とい う限度 で,

よ り影響力 の少 ない題材 が,同 様 に同一 の目的 を首尾 よ く推 し進 めるであろ う

と思われ る。世俗的 目的 の達成 のた めに非宗教的手段 で足 りる場合,宗 教的手

段 の使用 は禁止 され ると考 え る。 この原則 は,諸 事件 に適用 され る。例 えば,

偉大 なるアメ リカ人 の講演や メッセージ又 は我 々の 自由に関す る伝統的文書・

忠誠 の誓 い の毎 目の朗諦,あ るいは始 業時の敬 慶な黙想の時間 の行事 が・地域

共 同社会 の構成員 の信教 の 自由又 は宗教 と政府 の適切 な程度 での分離 のいずれ

か を危険 に さらす こ とな く信 仰活動 の世俗的 目的 を妥 当に助長 し得 るものでは

ない とい うことは,立 証 され てきてはいないのであ る。かかる代替物 は,当 面

の諸活動 が事実上宗教的 目的 を助長す るとい う程度 においてのみ,不 十分且 つ

不 適切 と考 え られ る。異議 を申 し立 て られた活動 が首尾 よ く価値 あ る世俗的 目

的 を達成 し得 る とい う経験豊 かな教育者 の判断は,問 題 としない一方,州 が間

接的 である とはいえ宗教的 目的 を達成す るこ とを企 てるか,世 俗的 目的 を助長

す るた めに世俗的手段 で十分 まか なえ るところで宗教的手段 を使用 したかすれ

ば,州 は憲法 に反 して行 為 を行 った といえる と思 われ る6)。

L.Tribeの 主張 …… 自由な行動条項 にとって二分 法が,宗 教 的 と論証 さ れ

得 るもの と宗教的特質 をもつ もの とさえ論証 され得 ない もの との問 に設 けられ

得 る。宗教的 と論証 され得 るすべての ものは,自 由な行動条項 の分析 において

は宗教的 とみなされ る。国教禁止条項 にとって類似 のこ二分法 が,非 宗教的 と論

証 され得 るすべ ての ものを明 らかに宗教的 なすべての ものか ら区別 す るのであ
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り,非 宗 教 的 と論 証 され得 るい か な る もの も,国 教禁 止条 項 の適 用 の際 に は宗

教 的 とはみ な され るべ きで はな い。 従 って,政 府 の プ ロ グラム が,あ る活 動 を

促 進 し,許 容 し又 は助 長 す る しか し,命 令 は しな い とい う効 果 を もつ

場合 ・左 の活 動 が た だ単 に宗 教 的 と論 証 され得 る もので あ る とい う事 実 は,政

府 のプ ログ ラムが国 教禁 止 条項 を侵 害 す る もので あ る とす る には充分 とは い え

な い。 超越 的瞑 想(TranscendentalMeditation)は,非 宗 教 的 と論 証 され得

る が故 に・ 国数 禁 止条 項 の問題 が生 じた場合 に宗 教 とは み な され な い。 す な わ

ち,随 意選 択 の科 目 として の超 越 的 瞑想 の教 授 は,許 され る もの と思 わ れ る。

同様 に,黙 想 の時 間 は,非 宗 教 的 と論 証 され得 るか ら して,始 業 時 の短 時 間 の

黙 想又 は瞑 想 を規 定 す る法 令 は,国 教 禁 止条 項 を侵 害 しな い の であ る7)。

(2)合 憲 判 決

Gainesv・Anderson8)・ ・・… マ サチ ュー セ ッツ州 は,法 律 で公 立 学校 の全 学年

の始 業 時 に1分 を越 え ない黙 想 の時 間 が瞑 想又 は祈濤 のた めに実 施 され な けれ

ば な らな い 旨・規 定 してい た(1966年 制 定,1973年 改 正)9)。1976年1月12日,

Framingham町 教 育 委員 会 は左 の法律 に従 う旨の決議 案 を,同1月27日 に は

綱 領 を採択 し・2月2日 か ら執 行 した。 同町 の公 立学校 に通 学 す る12人 の生 徒

及 び そ の親 は,教 育 委 員 会及 び教 育長 を相 手 ど り,宣 言 的判 決 と差止 命 令 を求

め て,同 日訴訟 を提起 した10)。

原 告 は,以 下 の点 で,修 正 法律 及 び綱領 は修 正 第1条,第14条 で保 障 され た

権 利 を侵 害 す る と主 張 す る。 ① 同法 及 び綱 領 は,修 正 第1条 にい う国教 禁 止条

項 に反 して宗 教 的行 事 を公 立 学校 に確立 す る もので あ る。 ②修 正 第1条 に反 し

て,宗 教 的活 動 の た め の特殊 な形 態 を命 ず る もの で あ る。 ③修 正 第14条 に反 し

て,子 供 の宗 教教 育 を管 督 す る親 の権利 を侵 害 す る もの で あ る11)。

F.J.Murray連 邦地 方裁 判所 判 事 は,次 の よ うに判決 を下 して い る。

法律 は,明 白 に世 俗的 目的 を反映 し,そ の基 本 的効 果 は宗 教 を助 長 す る もの

で も抑 制 す る もの で も あ って はな らない。 ま た,政 府 と宗 教 との過 度 の イ ンタ

ン グル メ ン トを避 け る もの で な けれ ばな らない 。左 の判 断基 準 が適 用 され るた

めに は,修 正 第1条 に具現 化 され て い る価値 の注 意 深 い考 慮 が必 要 とされ るが,

修 正 第1条 に かか ってい る もの は,国 家 の中 で実 行 で きる範 囲 で の教会 と国 家
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の分離 政 策 で あ る。 そ して,そ の制 度 は,我 々 の伝 統 が宗 教 的 で あ るこ とを反

映 す る も ので あ り,そ の国 民 の大 多数 は,種 々 の宗 教 的信 念 及 び信 経 を信 奉 し

て い るの で あ る。 そ して,修 正 第1条 が禁 止 す る ところ の もの は,争 いへ と導

きや す く,し ば しば政 治 制度 を極 限 に至 るまで乱 用 す るが ご とき宗 教 の政 府 へ

の依 存 で あ り,ま た政 府 の宗 教 へ の介 入 なの で あ る。 ここ にお い て・上 記 判 断

基 準 を本 件 に適 用 す る場 合 に,1966年 の制 定史,1973年 の 改 正("orprayer"

とい う言 葉 が加 え らえ られ た),制 定 法 の用 語,法 律 の下 で の州 と公 立学 校 の

イ ンボ ル ブ メ ン トを審 理 し,評 価 しな けれ ば な らない12)。

1966年 に法律 が制 定 され た とい うこ とは,マ サ チ ュー一セ ッツ州 議 会 が宗 教 を

助 成 す る とい う憲 法 に反 す る 目的 に動 機 づ け られ た とす る主張 を必 ず しも支 持

す る もので は ない。 州 最 高裁 判 所 がAttoneyGeneralv・SchoolCommittee

ofNonthBrookfield,19gN.E.2d553(1964)で マ サ チ ュー セ ッ ツ州 の公 立

学校 で の聖 書朗 読 及 び祈 濤 を違 憲 で あ る と判 決 を下 した結 果,こ の法 律 を制 定

した とい うこ とは,憲 法上,宗 教 に対 して中立 で あ る とい う点 におい て世 俗 的

目的 を促 進 し よ うとす る立法 目的 に完 全 に一一致 す るので あ る。法 律 の原案 の タ

イ トル は 「州 の公 立学 校 にお ける各 目の始 業 時 の黙 薦 の時間 及 び志 誠 の誓 い の

朗読 に関 す る法律 」 で あ った。 そ して,法 案 は 「州 の全 公 立 学校 の授 業 日は,

希 望 す る生 徒 が黙 濤 を行 な うこ とが で き る1分 間 の沈 黙 で始 めな けれ ば な らな

い」 と規 定 してい た。 法案 は,教 育 立法 委 員会 に回付 され,``prayer"の 用 語

が 削 除 され,"meditation"の 用 語 に代 え られ た の で あ る。 そ の後,州 議 会 は

一 定 箇所 を変 更 した が ,瞑 想 とい う言 葉 は留保 した ので あ っ た。 この よ うに・

用 語 を変更 した こ とにか んが み,州 議 会 が2つ の用 語 の相 違 を知 ってい た こ と

と国教禁 止条項 で保 護 され る価 値 を侵 す こ とな く世 俗 的 目的 を促 進 しよ う とし

てい た こ とが理解 で き る。黙 想 の時 間 につい て定 め る本 件 法律 は,そ れ 自体,

立 法 権 の無 効 な行 使 で はな い。法 律 が生徒 に要 請 す る もの は,静 粛 にす る こ と

の みで あ る。授 業 日の静 粛 は,し ば しば学校 が そ の教 育 目的 を達成 す る場 合必

要 な こ とで あ り,教 育機 能 を助 け るた めの正 当 な世俗 的 目的 にか な うので あ る。

立法 者 は,生 徒 が よ り大 きな 自己修 練 を学 び,黙 想 の時間 を通 して教 師 の威信

を重 んず る と考 え たの で あ る。 これ らは,正 当な世 俗 的 目的 で あ り,以 上述 べ
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た こ とが らを促 進 す るた め の 目的 は,憲 法 上許 され る ので あ る13)。

瞑 想 とい う言葉 は,本 件 法 律 に宗 教 を助成 し又 は抑 制 す る とい う憲 法 に反 す

る 目的又 は効 果 を吹 き込 む もの で はない 。瞑 想 瞑想 を行 う行 為 は,必

ず しも宗教 的活 動 な ので は な い。 そ の本 来 の意 味 にお い て使 用 した場 合,瞑 想

とは,宗 教 的,反 宗 教 的 又 は無 宗 教 の問題 へ の真剣 な る内省 あ るい は熟 考 を意

味す る ので あ る。 また,州 が生 徒 の心 を静粛 に思 想及 び価値 に向 わ しめ る こ と

は,公 立学校 の世 俗 的 目的 と全 く一 致 す る ので あ る14)。

さて・ 次 に1973年 の法 改 正 で 「又 は祈 疇 」 とい う言 葉 が付 加 され た が,こ れ

は国 教禁 止 条 項 に反 しな いで あ ろ うか。 祈 薦 とい う言 葉 は,一 般 的 且 つ通 常 の

意 味 では瞑 想 と異 な り,特 に宗 教 的 意 味 を持 ってい る。 しか し,こ の修 正 を考

え る場 合,宗 教 に対 す る政府 の態 度 は,慎 重 な 中立性 を もつ それ でな けれ ばな

らない こ とを心 に留 めな けれ ば な らない。修 正第1条 の要 請 は,宗 教 に対 す る

敵 憔 心 あ るい は宗教 団体 へ の無 関心 を も意 味 して い る ので は ない。 つ ま り,無

宗 教 で あ る人 々 の優 先 を意 味 して はい な い し,俗 人 へ の主 た る献心 を要 求 して

い る ので もな い。1973年 改 正 法 は,選 言 的 に改 正 され ,瞑 想又 は祈疇 を一方 又

は他 方 を命令 す るこ とな く許 して い る ので あ る。 従 っ て,改 正 法 の効 果 は,1

分 間 をお祈 り又 は宗教 的 瞑 想 に利 用 しよ う とす る生徒,そ して また世俗 的 事 柄

につ い て思 考 しよ うとす る生 徒 へ の便 宜 を計 る こ とに あ るの で ある。 また,生

徒 へ の瞑想 又 は祈 薦 の強制 的 指 図 がな い処 に,明 らか に中立性 を維持 しよ うと

の立法 目的 が示 唆 され る。 以上 の理 由 に よ り,本 件 法律 は,国 教 禁 止条 項 に抵

触 しな い の で あ る15)。

(3)違 憲判 決

Duffyv・LasCrucesPub.Schools16)… … ニ ュー メキ シ コ州 は,法 律 で各 地

方 教 育 委員 会 は始 業 時 に1分 以 内 の黙 想 の時 間 を公 認 す る こ とが で き る旨,規

定 して い た17)。 こ の黙 想 の時 間 は,1981年10月12日 か ら同州 のLasCruces公

立学 区 で開始 され たが,学 区 に通 学 して い る子供 を もつ ニ ュー メ キ シ コ市民 で

あ り納 税者 で あ る原 告 は,学 区及 び教 育 委 員会 を相 手 ど り,差 止命令 及 び宣 言

的判 決 を求 め て訴訟 を提起 した18)。

Burciaga連 邦 地方 裁 判所 判 事 は,以 下 の ご と く判決 を下 して い る。
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修正第1条 の最 も普通 に認 め られた 目的は,単 一 の宗派が国教会 として樹立

され るこ とを妨 げるこ とにあるが,修 正第1条 の保護 は,こ こで止 るものでは

ない。州 は,州 の宗教 を採用す るこ とを禁止 され ているのみな らず,宗 教 の樹

立 に関す るいかなる法律 をも制定 してはな らない19)。

当裁判所 の事実認定 によれば,州 議会 は,本 件法律 を採決す る際 に世俗的 目

的 を持 っていた とは言 い得 ない。議会 は,世 俗的 目的 を明言す るが,そ れは,

明 らか に,自 己の有利 を図 ろ うとす るもので ある。立法部 の真 の 目的 を決定 す

る際に,最 も適切 な出発点は,法 律 それ 自体 で ある。法文 に 「祈薦」 とい う用

語 があるが,こ れ は,達 成せ られるべ き世俗的 目的 が存在 しない とい う避iけら

れない証 拠である。祈薦 は,世 界 の多 くの信仰 に とって本 質的 な宗教 的おこな

いで あ り,多 くの宗教 を信ず る人 々の信 仰生活 の中で重要 な役割 を演 じている

のである。祈薦 は,主 要 な宗教的実践 それ 自体 であるか ら,公 立学校 の教室 で

それ を行 うこ とは,ど ち らか といえば,教 室で宗教 のテ キス トを広 げるよ りも,

もっ と明 らか に宗教的 目的を もってい るのである。熟考 とか瞑想 とい う用語 が

法律 にみいだ され るが,こ れ は,見 えすいた策 略 であ り,法 律 の真 の目的 か ら

注意 を転 じさせ よ うとす るものである。 また,こ のこ とは9立 法部 が故意 に信

教 の自由の権利 を傷 つ けるた めに規定 したこ と,そ して祈薦 に とって代 る物 を

含 ませ るこ とによって結果 を隠蔽 しよ うとした ことを意味 してい る。更 に,黙

想 の時間の採用 に先立 つ出来事及び立法支持 者の言説か らす る と,本 件法律 の

目的 は,明 らか に学校 に祈薦 を復活 させ るこ とにあ ったこ とが理解 できる20)。

法律 の基本的効果 を分析す る場合,公 立学校 に通学 している生徒 が問題 とさ

れているこ とを,常 に念頭 に置 かな けれ ばな らない。まず,初 等及び中等学校

は,青 少年 に基礎的且つ基本的価値 を伝 える とい う独特 の役割 を演 じてお り,

感受性 の強い生徒 に宗教的活動へ のち ょっとした世俗的 インボルブメン トす ら,

州 が特別 の宗教上 の信経 に許可 を与 えた とい うこ とを暗示す るのである。本件

において,危 険 は明 白である。黙想 の時間 の採用 に至 る討論報告書 を見 る と,

支持者及び反対者 の論争 の中心 に置かれた ものは,公 立学校 における祈薦 であ

った こ とがわかる。0度 黙想 の時間が採択 されたな らば,始 業時 に祈濤 を許可

す る政策 は,学 区の計画 の中心的部分 として宗教的活動 を承認す るこ とを意味
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す る の で あ る。 す な わ ち,教 室 で の祈 疇 の 時 間 を公 認 す る こ とに よ り,被 告 は,

祈 薦 とい う宗 教 的 活 動 に州 の 許 可 を与 え た の で あ り,不 当 に 宗 教 を助 成 し て い

る の で あ る 。 故 に,本 件 法 律 の基 本 的 効 果 及 び そ の施 行 は,宗 教 の 助 成 とな る

とい わ ざ る を得 な い21)。

黙 想 の 時 間 に は,祈 濤 の た め の 時 間,場 所 及 び 状 況 を提 供 す る こ とが 意 図 さ

れ て い る。 選 定 され た 時 間 は,授 業 中 で あ り,揚 所 は校 内 で あ る。 黙 想 の 状 況

は,教 師 に よ り教 え込 ま れ,維 持 され る。 これ らの 要 因 の み か ら し て も,過 度

の イ ン タ ン グル メ ン トを な して い る こ とが理 解 され る。 更 に,教 育 長 は,黙 想

の時 間 を含 む教 育 委 員 会 の 政 策 を施 行 す る義 務 を有 し,学 区 の教 師 が 黙 想 の 時

間 を確 実 に 実 施 す る こ と に責 任 を有 して い る。 ま た,教 育 長 は,委 員 会 に 回答

し,委 員 会 が最 終 的 に は 黙 想 の 時 間 の政 策 の施 行 に 責 任 を有 して い る。 本 件 に

お い て,黙 想 の 時 間 は,明 らか に,許 す こ と の で き な い宗 教 の促 進 とい う潜 在

力 を有 し,国 教 禁 止 条 項 が 禁 じ て い る宗 派 に そ った 一 種 の政 治 的 区 分 を引 き起

した の で あ る。 以 上 の理 由 に よ り,本 件 法 律 は,憲 法 に 反 し,被 告 に よ る そ の

施 行 は,違 法 で あ る22)。

Jaffreev.Wallace23)… … ア ラバ マ州Mobile群 の公 立 学 校 に3人 の 子 供 を通

学 させ て い る上 訴 人Jaffreeは,前 記 黙 想 の 時 間 法(Ala.Code§16-1-20.1)

及 び 以 下 の 州 法 の 規 定 の合 憲 性 を 争 そ っ て 合 衆 国 控 訴 裁 判 所 に上 訴 し た 。 「今

後,ア ラバ マ州 内 の公 的 教 育 施 設 の 教 師 又 は 教 授 は,主 な る神 は 唯 一 で あ る こ

と を認 め,ホ ー ム ル ー ム又 は授 業 の始 め に希 望 す る生 徒 に神 に対 す る次 の祈 濤

を行 な わ し め る こ とが で き る も の とす る:"AlmightyGod,Youaloneareour

God.WeacknowledgeYouastheCreatorandSupremeJudgeofthe

world.MayYourjustice,Yourtruth,andYourpeaceaboundthisday

intheheartsofourcountrymen,inthecounselsofourgovernment,

inthesanctityofourhomesandintheclassroomsofourschools.Inthe

nameofourLord.Amen".」(Ala.Code§16-1-20.2)24)。

Hatchett判 事 は,過 去 の宗 教 判 ・例 を通 し て被 上 訴 人 の主 張 を論 駁 し た 後25),

以 下 の よ うに 判 決 を下 した の で あ る。

修 正 第1条 の 目的 は,宗 教 的 信 仰 の実 践 へ の政 府 の 介 入 を排 除 す る こ と に あ
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る。また,国 教禁止条項 は,政 府 が種 々の宗教 問の関係及び非信仰者 と信仰者

との関係 について中立 であるこ とを要請 してい る26)。

被上訴人 は,教 師 の祈濤活動 は教育委員会 の政策 または州法 によって動機 づ

け られていないか ら,国 教禁止条項 に抵 触す るもので もな く,ま た州 のイ ンボ

ルブメ ン トも存在 しない と主張す る。 しか し,ア ラバ マ州法 の下では・教 師は・

郡教育委員会 によって任命,停 職及び解任 がな され る。ア ラバ マ州郡教育委員

会 は,州 が創設 した ものであ り,州 によって統制 されてい る。本件 において,

Mobile郡 教育委員会委員 が,教 師 の祈薦活 動 を通知 し,活 動 を思い止 ま らせ

る処置 を とったこ とは証拠 よ り明 らかあ る。また,多 くの教師 が,校 長 と祈薦

活動 について論議 した こ とも明 らかであ り,委 員会 が教員 の活 動 を承認 した こ

とも容 易に認定 できる。教師 の活動 を承 認す る法律 が違憲で あるとす るな らば・

法律 がない場合で も左 の活動 はまた違憲 となる27)。

合衆 国最高裁 は三重 の基準理論 を宣言 してい るが,こ のテ ス トの目的 は,宗

教 的活動へ の政府 のインボルブメン トの中立性 を保証す るこ とにある。公 立学

校 内 での祈薦活動 が,た とえ制定法上認 め られず,書 面 による教育委員会 の政

策 に従 って為 され な くとも,州 の行為が存在 し,最 高裁 によ り宣言 された法定

のテ ス トを満 すな らば,左 の活動 は,違 憲 と宣言 され る。 国教禁止条項 の到達

点 は,制 定法 による公認 の欠如 によって限定 され るものではない28)。

祈薦 は典型的な宗教的実践 であ り,基 本的宗教活動 であるか ら,公 立学校 の

教 室での祈藤行事 は,宗 教的 目的 を意味する。祈濤 が典型的 な宗教的実践 であ

る と認 めるこ とは,世 俗的 目的 が存在 しない とい うことを意味す る。祈薦 の基

本 的効果 は,一 宗教 の信仰 を助成す るこ とにあ り,唯 一最高神 の存在 を認 める

こ とにな る。かか る活 動へのMobile郡 の学校制度 のインボルブメン トは,宗

務 の促進 に州 をかかわ らせ ることにな る29)。

祈濤 を認 める法律 に論及すれ ば,上 記両法律 は,宗 教活 動 を助成 し,促 進 す

る ものである。本件 にお ける問題 は,Ala.Code§16-1-20.2に 規定 され る

政府 が企 てた祈薦 にある。Engelで 最高裁 は,公 立学校 に認 め られた州が定 め

た宗派 に偏 しない祈薦 を違憲 と判決 してい る。Engelに お ける祈濤 は,本 件 に

おけるそれ よ りも,相 当に軽微 な宗教へ の関連 しか含 んでいなか った。最高裁
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は,少 な く と も,ア メ リ カ にお い て 政 府 に よ っ て推 し進 め られ る宗 教 的 プ ロ グ

ラ ム の一 部 と して 朗 諦 す る た め に,あ る 団 体 に祈Jを 認 め る こ とは,そ の業 務

で は な い と判 決 を下 して い る。 左 の 法 律 は,州 に よ る宗 教 の樹 立 に達 す る
。 左

の法 律 の通 過 は,宗 教 的 考 慮 に よ っ て 動 機 づ け られ,そ の 意 図 は ,宗 教 的 信 条

を促 進 す る こ と に あ った の で あ る。 祈 濤 が 任 意 で あ り,宗 派 に偏 しな い とい う

事 実 は,州 の イ ン ボ ル ブ メ ン トを 中 立 化 させ る も の で は な い 。 州 は,相 争 う宗

派 の問 の み な らず,信 仰 者 と無 信 仰 者 の 問 に つ い て も中 立 で な けれ ば な らな い 。

こ の 中 立性 の 実 際 的 効 果 は,州 の 学 校 が宗 教 的 信 条 又 は 礼 拝 の慣 行 を教 え 込 ん

だ り・ 抑 制 した りす る よ うな機 能 を果 して は な らな い こ と を意 味 す る
。 ア ラバ

マ 州 は ・ 宗 務 に か か わ っ て い る の で あ り,左 の法 律 は ,国 教 禁 止 条 項 を侵 害 し

て い る とい わ ざ る を得 な い 。Ala・Code§16-1-一 一2a .1に 規 定 され た 瞑 想 の 目

的 も ま た ・ 宗 教 の促 進 に 当 る。 左 の活 動 は,公 立 学 校 へ の祈 薦 の復 活 で あ り,

宗 教 的 活 動 へ の州 の か か わ り合 い を 明 白 に含 ん で い る。 更 に,左 の法 律 は,宗

教 の 助 成 とい う基 本 的 効 果 を有 す る も の で あ る。 州 は教 師 の指 導 の 下 で の瞑 想

を も含 む 何 らか の宗 教 的 外 観 を 通 して,宗 教 的 活 動 の促 進 に た ず さ わ る こ とは

で き な い 。 従 っ て,左 の法 律 も,国 教 禁 止 条 項 を侵 害 す る の で あ る3・)
。

1)Choper,ReligioninthePublicSchools:AProposedConstitutionalStandard
,

47MINN.L.REV.329,330(1963).

2)Id.at371.

3)Kauper,PublicSchoolandtheSupremeGo魏,61MIcH.L.REv .1031,1041

(1963).

4)ld,al1054-55.

5)SchoolDistrictofAbingtonTP.PA.,v.Schempp,374U .S.203,279-80(1.963).

6)Id.at280-81.

7)LTRIBE・AMERIcANCONSTITUTIONALLAw,§14-6,at828-29(1978) .

S)421F.Supp.337(D.1Vlass.1976}.

g)MAss.GEN.LAwsch.71,§1A.

10)Gainsv.Anderson,421F.Supp.337,339(D.Mass .1976).

11)Id.at339-40.尚,教 育委 員会 の採択 した綱領 は,以 下 の通 りで ある。 ①次 の告

知 が,各 学校 の各 授業 日の朝,始 業 時 に(高 等学校 におい て は,ホ ー ムルー ムの時間

をもってそれ に代 える)教 室担 当 の教 師 に よって行 わ なけれ ばな らない。告知 は,出

席 を とってい る間 に為 され な けれ ば な らない。 「瞑想又 は祈薦 のため に1分 間 の 黙想

を只今 よ り行 う。 この時間 内は,静 粛 に し,い か なる活動 も行 って はな らない。」1分

終 了後 教 師 は,「 サ ンキュー」 と言 わ なけれ ば な らない。 ②教 師 が,こ の瞑 想 又 は
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祈薦 の時間 に関す る質 問 を受 けた場合,次 の返 答 を しな けれ ばな らない・r我 々 は・

これ を州法 に従 って行 って い る。他 のい かな る疑 問 につ いて も,両 親又 は家族 のだれ

か と話 し合 いな さい。」③ この規則 に従 わ ない生徒 がい る場合,教 師 は,学 則及 び 規

則 に従 う責 任 を気づ か させ なけれ ば な らな い。左 の こ とは,教 師 に よる詳細 な説 明又

は矯 正的行 動 な しに行 わ な けれ ばな らない。 ④生徒 が従 わ ない こ とを固執 す る場合,

教 師 は,校 長 に矯正行 動 にっ いて問 い合 わせ なければ な らない。 ⑤校 長 は,こ の規則

に従 わ しめるため に生徒 の協力 を得 るよ う試 み な けれ ば な らない。校 長 に よって な さ

れ た合理 的行動 が,規 則 へ の応 諾 に達 し得 ない場合,校 長 は,規 則違反 を処理 す るた

め通 常 の確 立 した手続 を と らなけれ ばな らない。 これ らの中に は,生 徒 の親 又 は保護

者 との協議,及 び校長 が必 要 と判 断 した場 合,生 徒 の停学 が含 まれ る もの とす る。生

徒 及 び親 又 は保護 者 は,校 長 の決 定 に対 して教育 委員 長又 は教 育委 員会 に訴 え る権利

が あ る旨勧 告 を受 ける もの とす る。Id.at340.

12)Id.at341.

13)Id.at341--42.

14)Id.at342.

15)Id.at343-44.尚,ニ ュー ジャー ジー州Netcong教 育委 員会作 成 の公立学校 の

「自由な宗 教活動 の時 間」綱領 が争 われ たStateBoardofEducationv.Boardof

Ed.ofNetcong,262A。2d21(1970).で,ニ ュー一ジャー ジー州 上級 司法裁判 所 は,

静粛 な瞑想 それ 自体 は7子 供 に彼及 び彼 の父 が登校 前 に家庭 で行 う朝 のお祈 り又 は朝

食 のお祈 りを回顧 す る機 会 を与 え るであ ろ うし,彼 及 び彼 の家 族 が参加 す る礼拝所 で

の説教 を沈思黙 考す るr.会 を与 え るであ ろ う。従 って,黙 想 の時 間 は,合 憲 で あるs

と判 決 を下 して い る。Id.at26.ま た,Reedv.VanHoven237F・SupP・48(W・

D.Mich.1965)で,連 邦地方裁 判所 はs黙 想 につ いて,昼 食前 の黙想 は許 し得 るの

で あ る。 けだ し,そ れ は,生 徒 に彼 ら自 らの宗 派 の祈Jfを 行 う機 会 を与 え るもので あ

り,生 徒 は,彼 ら自 らの宗教 が教 えて きたで あろ う祈疇 を行 う特 権 が与 え ら れ て い

る。 そ して,祈 疇 を共 に しない生徒 は,自 分達 が望 む何 か を熟 慮す るこ とが 自由で あ

るか らで ある,と 判 決 を下 して い る。Id.at55-56.他 の合 憲判 断 として・See・e・9・・

Jaffreeexrel.Jaffreev.James,544F.Supp.727(1982);307A.2d558(1.973)

advisoryopinion.

7.6)557F.Supp.1013(D.N.M.1983).

17)N.M.STAT.ANN.§22-5-4.1(1981).

18)Duffyv.LasCrucesPublicSchool,557P.Supp.1013,1013-14(1).N.M198

3).

19)Id.at1018.

20)Id.at1018--20.

21)Yd.at1020-21.

22)Id.at1021-21.

23)705F.2d1526(11thCir.1983).

24)Id.at1528-29.

25)Id.at1530-33.

26)Td.at1533.
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27)Id,at1.533-34.

28)Id.at1534.

29}id.at1534-35.

30)Id・at1535-一 一36.尚,他 の 違 憲 判 決 と し てSee
,e.9.,Beckv.McElrath,548F.

Supp.1161(M.D.Tenn.1 .982).

4.「 黙想 の時間」法 の問題点

合 衆 国最 高裁 は・ 国教禁 止条 項 の適用 基 準 と して,三 重 の基準 理 論 を数 十 年

に渡 って引 き出 し・採 用 して き てい る。Lemonv .Kurtzman1)で,法 定 意 見 を

述 べ たBurger長 官 は,① 法 律 は,世 俗 的 な立法 目的 を有 す る もの で な けれ ば

な らない。 ② 法律 の主 要 な又 は基 本 的効 果 は,宗 教 を助成 す る もので も抑 制 す

る もの で あ って もな らな い。 ③法 律 は,政 府 の宗 教 との過 度 の イ ンタ ングル メ

ン トを助長 す る も ので あ って は な らない,と して い る2)。

以 下 ・ こ の三重 の基 準理 論 にそ い な が ら,黙 想 の時 問 法 の問題 点 を論 ず る こ

とにす る。

(1)立法 目的 ・・… まず第 一 に,黙 想 の時 間法 の提 案 あ るい は制 定 の時期 が問題

とな る。最 高 裁 のEnge1,SchempP両 判 決 以前,つ ま り,1960年 代 初頭 以 前

には ・現行 の黙 想 の時 間法 は存在 して い ない。最 初 の法律 は,Enge1の4年 後,

す な わ ち1966年 ・ マ サ チ ュ ー一セ ッツが制 定 して い る。続 い て,1969年 には,ジ

ョー ジ ァ4)・ イ リノイ5),カ ンザ ス6)が それ ぞ れ左 の法 律 を制 定 してい るの で あ

る。 こ のこ とは,暗 に黙想 の時 間法 の制 定 に よ り,教 室 で の祈 濤 を復 活 させ う

との立 法 的 意 図 を示 す もの とい え るの で あ る。

第 二 に,新 法 として の黙 想 の時 間 法 を法 典 化 す る場 合 のそ の方 法 が,問 題 と

な る。 す なわ ち,法 律 の見 出 しに,宗 教的 目的 を反 映 して い る揚 合 が みい だ され

る。 例 えば ・ アー カ ダザ ス は 「黙 濤又 は瞑 想(SilentPrayerorIVIeditation7))」,

イ ンデ ィアナ は 「任 意 の宗教 的行 事 一黙 想 の時 間(voluntaryreligiousobser-

vance-Silentperiod$))」,ル イ ジ アナ は 「静 粛 な瞑 想;祈 濤(Silentmeditation;

Prayerg))」 ・ メ リー ラン ドは 「祈 濤 又 は聖 書 朗 読 の許 可(Prayingorreading

holyscripturepermittedlo))」 と してい る ので る。

更 に言 及 す れ ば・ アー カ ンザ ス は,§80-1607.1で 「黙 想又 は瞑 想」 を規 定
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し11),§80-1606で 「毎 日の聖 書 朗 読一 祈濤12)」 を規定 してい る。 ペ ンシ ルベ

ニ アで は,tit24,§15-1516.1で 「瞑 想及 び 祈 濤 の時間 」 を規 定 し13)・tit15

-16で 「公 立学校 にお け る聖書 朗 読 」 を規 定 して い る14)。つ ま り,違 憲 の祈 濤

法,聖 書 朗 読法 のそれ とほ とん ど全 く同 一 の セ クシ ョンナ ンバ ー が,黙 想 の時

間法 に付 され てい る ので あ る。

第 三 に,Engelで 違 憲 で あ る とされ た祈薦 と全 く同 『じ時間,す な わ ち,各 教

室 で毎 日始 業 時 に教 師 出 席 の下 で黙 想 の時 間 を実 施 す る こ とを命 じ又 は許 可 す

る法 律 が,ほ とん どで あ る とい うこ とで あ る。 ミシ ガンは各授 業 日の問 と し15),

オハ イオ は何 等 規 定 して い ない が16),他 の黙 想 の時 間 法 を制 定 して い る州 は,

すべ て始 業 時 と規 定 してい る。 非宗 教 的 目的 の た め の黙 想 の時 間 で あ る とす る

な らば,理 論 上,休 憩 時間 で あ ろ うと昼 食 後 で あろ うと,1日 の うちの どの時

間帯 にで も行 われ れ ば よい こ とで あ り,ま た,そ の時 問調 整 は・教 師 の 自由裁

量 に委任 され て も よい で あろ う。 ほ とん どの法 律 が祈Jを 行 って来 た伝 統 的 な

時 間 とそれ を軌 を一 に してい る とい うこ とは,宗 教 的儀 式 を復 活 させ よ う との

意 図 を示 す もので あろ う。

次 に,立 法 支持 者 の主 張 を考 察 してみ よ う。 まず 第一 に,黙 想 の時 間実 施 の

非 宗教 的 目的 は,生 徒 間 の調 和 と寛 容 をは ぐ くみ,教 師 の権 威 を高 め,よ りよ

き鍛 練 を鼓 舞 す る にあ る とす る17)。 この主張 に対 して は・次 の こ とが言 え る。

まず,SchemPPで 最 高 裁 は,聖 書 朗読 や 主薦 文 の暗 唱 を規 定 した法令 の支 持

者 が,左 の法令 は道徳 的価値 の促 進,現 代 の物 質 的傾 向へ の反 駁 ・慣 例 の永 久

保 持 及 び文 学 の授 業 とい った非宗 教 的 目的 を助 長 す る もので あ る と主張 した が,

これ を無効 とした ので あ る18)。す な わ ち,支 持 者 の主張 は,正 にSchemPPに

お け るそれ に類 似 す る もので あ る。 また,黙 想 の 時間 実施 の 目的 は,鍛 練 を増

し,効 果 的学 習 に必 要 な知 的 平静 を生 徒 に教 え こむ こ とに あ る との主張 が前 記

Duffyで な され たが,裁 判所 は,こ れ らの正 当化 事 由は,明 らか に・ あ と 知

恵 の所 産 で あ る として い る19)。

更 には,黙 想 の時 間 の基 本 的効 果 が,支 持 者 の ご とき世 俗 的 目的 を助 長 す る

朝 の セ レモ ニ ー に あ る とす れ ば,立 法 者 は,宗 教 的 意味 を持 た な い多 くの他 の

同 等 の 目的 を もつ別 の工夫 を考案 し得 る と考 え られ る。 そ して,黙 想 の時 間 の
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目的 が・生 徒 の鍛 練 にあ る とす れ ば,教 師 がそ の任 に当 るべ きで あ り,こ の鍛

練 を利 用 す べ きか否 か,い つ利 用 す べ きか,ど の程度 の頻 度 を もって利 用 すべ

きか を決 定 す べ きで あ る。Duffyで は,こ れ と関連 して次 の よ うに判 決 を下 し

てい る。 す な わ ち,「 黙想 の時 間 は,の ろの ろ したベ ル が鳴 り次第 可 能 な か ぎ

り早 く行 われ る こ とを要請 され てい る。 そ の実 施 を他 の時 間 に行 う余 地 は,全

く認 め られ てい ない 。 も し黙 想 の時 間 が,鍛 練 や知 的 平静 を教 え こむ こ とを意

味 す る とす れ ば ・か か る規 制 は不 当 で あ る とい える。 それ よ りも教 師 は,黙 想

の時 間 を各 の授業 の前,各 の休 憩 の後 ま た は昼 食 後生 徒 が教 室 に帰 って き てか

ら行 うとい った選 択 の 自由 を もつ べ きで あ る。黙 想 の時 間 が,厳 正 に毎 日同 じ

時 間 に行 わ れ る とい う事 実 は,国 民 にそれ が訓育 的又 は教 育 的重 要性 を有 して

い な い とい うこ とを示 唆 す るの で あ る20)。」

第二 に・立 法支 持 者 は・制 定 法 の表 現方 法 につ い て言及 す る。 例 え ば,「 瞑

想 又 は祈薦(meditationorprayer)」 を規 定 す る中 に 「又 は(or)」 とい う表

現 が使用 され てい るこ とに着 目 して,中 立性 の立 法的 意 図 を示 唆 す る もの で あ

る と主 張 す る・前 記Gainsv.Anderson21)で 連邦 地 方裁 判 所 は,こ れ を認 めて

い る。 マサ チ ュー セ ッツの黙 想 の時 間 法 は,1973年 に 「瞑 想 及 び祈 濤(medita-

tionandprayer)」 か ら 「瞑想 又 は祈 濤 」 に改正 され,一 方又 は他方 を命 令 す

る こ とな く許 可 して い る。 従 って,左 の改正 法 の効 果 は,1分 間 を祈 薦 又 は宗

教 的黙 想 に利 用 しよ うとす る生徒,そ して また世俗 的 事柄 につ い て思 考 しよ う

とす る生徒 の便 宣 を計 るこ とにあ る。 ま た,生 徒 へ の瞑想 又 は祈 薦 の強制 的指

図 が ない とこ ろ に,明 らか に 中立性 を維持 しよ うとの立 法 目的 が示 唆 され てい

るの で あ る22)。

他 方 ・Duffyv.LasCrucesPtlblicSchools23)で,連 邦 地方 裁 判 所 は,熟 考

とか瞑想 とい う表現 方 法 が法 律 に み いだ され るが,こ れ は見 えす い た策 略 で あ

り,法 律 の真 の 目的 か ら注 意 を転 じよ うとす る もので あ る。 この こ とは,立 法

部 が・故 意 に結 果 を隠蔽 しよ うとした こ とを意 味 す る,と 判 決 を下 してい る24)。

黙 想 の時間 法 に,「 又 は(or)」 とい う表 現 を用 い る こ とは,祈 濤 す るか否 か

を生徒 の 自由意思 に委 ね るだ け で あ り,祈 薦 へ の参 加 が,任 意 の もの で あ る と

い う事 実 は,何 等 国教 禁 止条 項 の制 限 か らそれ を 自由 にす る もので は ない こ と
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は,Enge1で 明 白 とな って い る ところ で あ る25)。制 定 法 の表 現 方 法 にそ の重 要

性 を帰着 させ る こ とは,立 法 者 に 自 らの真 の立 法 目的 を隠 蔽 させ る こ とを促 す

ので あ る。正 にBurciaga判 事 が言 うが ご と く,「 立 法支 持 者 は,自 らの 目的

を次 の機 会 に は よ り注 意深 く隠 す ので あ り,ま ば た き と会 釈 を も って彼 らは黙

想 の時 間 の世 俗 的 目的 を論 じ,学 校 で の祈 薦論 争 へ のい か な る言 及 を も禁 ず る

こ とが で き る26)」 の で あ る。

②基 本 的 効果 ・… ・小 中学 校 は,青 少 年 に基 本 的 且 つ基 礎 的価 値 を伝達 す る と

い う独特 の役 割 を演 ず る。感 受 性 の強 い生徒 に とって は,宗 教 的 活 動 へ の世 俗

的 イ ンボ ル ブ メ ン トの単 な る外 観 で す ら,国 が 特定 の宗教 上 の教義 に許 可 を与

え て きた とい うこ とを示 唆 す る27)。従 って,生 徒 が,黙 想 の時 間 を何 らか の理

由に よ り宗 教 的 行事 として受 け とめた な らば,そ の基 本 的 効果 は,許 し難 い宗

教 の助 長 につ な が る28)。黙 想 の時 間 をた だ単 に 「瞑 想 」又 は 「沈 思 」 のた めに

の み利 用 す べ きで あ る とす る法律 の規 定 です ら,教 師 が黙想 の時 間 を宗 教 的 目

的 に利用 す るで あろ う とい う印 象 を与 え る。 成 年 者 は・瞑 想 ・沈 思 及 び祈 濤 の

そ れ ぞ れ の意 味 につ い て の区別 を識 別 し得 るが,児 童 に は,そ れ を行 うこ とは

無理 とい わ ざる を得 ない29)。

Gainsv.Anderson3・)で,連 邦地 方 裁 判所 は,瞑 想 は必 ず しも宗 的的 性 格 を

お び た もの では な い と判 決 して い るが31),生 徒 が,瞑 想 を論 理 上宗 教 的 な性 格

をお び る沈 思 と解 釈 す るで あ ろ うとの認 定 も妨 げ られ得 ない。 従 っ て,教 室 で

の黙 想 の時 間 につ い て の教 師 の指 示 が,法 律 の 中立 的用 語 のみ で終 って い た と

して も,宗 教 を助 長 す る効果 を もつ と考 え られ る。

更 に,生 徒 の立 場 か ら,黙 想 の 時間 をみ る必 要 が あ る。 教 室 で の あ らゆ るイ

ンパ ク トは,一 一緒 に な って子 供達 に働 きか け る。子 供 達 は,自 分 が上手 に指 示

に従 わ なか った な らば懲 戒 され る ので はな い か と危 惧 す る し,教 師 の信 任 を得

よ う と うま く行 動 しよ うとす る。 子供 達 は,仲 間 の人気 者 にな りた い と思 うで

あ ろ うし,他 と異 な った行 動 を とるこ とが,人 気 を博 す る筋 道eな らな い ので

あ る23)。正 に,Frankfurter判 事 の言 うご と く 「ものまね の法 が機 能 す る ので

あ り,一一致 しな い とい うこ とは,子 供 達 にみ られ る顕著 な特徴 とはい え ない33)」

ので あ る。従 って,か か る抑 圧 は,生 徒 が他 の生 徒 も祈薦 を行 って い る と考 え



324

る場 合 ・祈1せ しめ る よ う働 きか け る こ とに な り,こ の よ うな精 神 的圧 迫 は,

憲 法 に反 す る宗 教的 効 果 を もつ もの とい わ ざる を得 な い。.

(3)イン タ ングル メ ン ト… …公 立 学校 内 で の宗 教 的活 動 に関 す る事 例 で は
,イ

ンタ ン グル メ ン トの問題 に ま で論 及 す る こ とは,必 要 とされ な い。 けだ し,今

目まで に提 起 され た訴 訟 の大 半 は,国 教 禁 止条 項 テ ス トの 目的及 び効 果 テ ス ト

の段 階 でつ まず い て い るか らで あ る。 同様 の理 由 に よ り,イ ンタ ン グル メ ン ト

テ ス トは・黙 想 の 時間 法 との関連 で,決 定 的 な もの とはな り得 ない
。
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ま とめ に 代 え て

SchempP,Enge1両 判 決 に対 す る攻 撃 は,い くつ か の形 式 を と り,種 々 の試

み が な され てい る。 例 え ば,自 由意 思 に基 づ く祈 濤 を公 立 学校 に復 活 させ るた

めの憲 法修 正 案 が,約200議 会 に提 出 され,注 目と論議 の的 に な ってい るが ・

憲 法 修 正 は,可 決 に必 要 な三分 の二 の多数 を確 保 す るまで は致 って い ない。 ま

た,祈 濤 事 件 を審 理 す る連 邦裁 判所 の管轄 権 を縮 少 す る法 案 も提 出 され て い る・

とい うのは,法 案 は,両 院 で多 数 決 で制 定 され,連 邦裁 判所 の監 督 な しに州 が

学 校 で の祈 薦 を許 可 す る もの とな って い る か らで あ る1)。 更 に論 及 す れ ば・裁

判 所 が祈 濤 法 を違 憲 と してい るに も拘 らず,デ ェ ラ ウ ェア2)・ ケ ン タ ッ キ ー3)・

ル イ ジ アナ4),ミ シシ ッピー5),ニ ューハ ンプ シ ャー6),オ ク ラホマ7)の 各 州 は,

任 意 の祈 疇 法 を制 定 して来 て い る。

この よ うな状 況 下 で,レ`...ガ ン大 統 領 は,・ ・i・年初 頭 の再選 キ ャ ンペ ー ンで,

「我 々が今 日直面 して い る困難 な問題 に対 す る全 て の答 え は・全 て聖 書 の 中 に

あ る。 も し聖 書 を読 み,信 じさえす れ ば……」 と唱 え,神 につ い て触 れ た くだ

りは,24ケ 所 にのぶ る とい われ る。 神 に よ る天 地創 造 説 を教 え る こ との重 要性

を説 き,神 か らの授 りもの と して の生 命 に感 謝 を ささ げるべ きで あ る と主 張 し・

任 妊 中絶 を強 く批 判 し,公 立学 校 で の祈 薦 を復 活 させ るべ く憲法 の修 正 を強 く

訴 えて い る8)。 ま た,大 統 領 は,8月 の共 和 党 大 会 の際 開催 され た宗 教者 朝 食
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会 で は・ 「政 治 と宗 教 は,不 可分 で あ る。 公 立 学校 で の祈 濤 に反 対 す る 者 は,

宗 教 に反 対 す る者 た ちで あ る。道 徳 の基礎 は,宗 教 で あ り,神 な く して民 主主

義 は あ り得 ず,永 続 しない9)。」 と,強 力 に主張 して い るので あ る。

レー ガ ン大統 領 を支 援 してい るのが,「 ニ ュー レ リジ ャス ライ ト」 と称 さ れ

る種 々の右 派宗 教 組織 で あ るが10),そ の 中 で,特 に1979年 に設 立 され,50万 人

以 上 の会員 を持 つ 「モ ラル マ ジ ョ リテ ィ ー」 と自称 す る右 翼 キ リス ト教 勢力 は,

共 和 党 大会 で ・「レー ガ ン ・ブ ッシ ュ コン ビは,神 が アメ リカ合 衆 国再建 の た

め に遣 わ した者 で あ り… … レー ガ ン大統 領 が再選 され たな らば,我 々 は連 邦 最

高 裁 に も う二 人 の判 事 を任 命 す る こ とが で き る11)。」 と,公 言 して はば か ら な

い の で あ る。

更 に は,11月6日 に実施 され たア メ リカ大 統領 選挙 の投票 と同 時 に,200件

以 上 の住 民 投 票 が行 われ た が,コ ロ ラ ドで は,人 工 妊娠 中絶 に対 す る州 政府 の

公金 出費 を禁 止 す る提 案 が な され,ウ ェス トバ ー ジ ニア で は,公 立 学校 で の礼

拝 を認 め るか否 かが投 票 に か け られ た といわ れ る・2)。

合 衆 国最 高裁 が,か か る政 治 的,社 会 的状 況 を背 景 に し て,「 黙 想 の時 間」

法 につ い て どの よ うな判断 を下 す か は 予 断 を 許 さ な い。 ユ983年7月5目,

Marshv.Chambers13)で,ネ ブ ラ ス カ州議 会 が毎 日開会前 に牧 師 の祈 薦 で初 め,

開期 中月319.75ド ル の手 当 を州 か ら支 出 して いた制 度 が争 われ た。Burger長

官 は ・ この慣 行 は1789年 に修 正 第1条 を採 択 した議会 に よ つて採 用 され てい た

とい う歴 史 的 事 実 を強調 す るこ とに よ って,合 憲 としてい る。 この判 決 を,学

校 に祈濤 を復 活 させ よ うとす る人 々 は,彼 らの初 めて の法的 な かす か な望 み と

と らえ て い る14)。

今 後 ・公 立学 校 での祈 薦 の問題 のみ な らず,種 々の宗 教 問題 は,更 な る論 議

を引 き起 こす こ とが予 測 され るが,今 後 のア メ リカの政 治 的,社 会 的動 向 を見

守 るこ とに よ り,国 教 禁止 条 項 が,い か な る意 味 を現 代 社会 に お いて有 す るか

を研 究課 題 に置 か な けれ ば な らな い と考 え る15)。
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